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2.健康状態の告知
「告知事項（健康状態の質問事項）」は必ずお読みいただき、
正しく記入してください。新規加入または増額される被共済
者（以下、「加入者」といいます）の申込日（告知日）時点で
の健康状態により加入判断を行います。申込書の提出にあ
たっては、必ず申込日（告知日）を記入してください。

（注）�告知の内容が正しくないと、ご加入が取り消しされたり共
済金をお受け取りいただけない場合があります。

（注）��継続加入の方に限り、質問1～質問4の健康状態に該当す
る場合であっても、一定条件のもと（Ⅱ-Ⅰを参照）前年度
の加入コースの共済金額の範囲内で継続加入できます。
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Ⅰ.制度の概要
Ⅰ加入できる方・加入の条件について

1.加入できる方・範囲
加入日（保障開始日）時点の年齢が次の①～③の方で、
申込日（告知日）時点で健康な方※1。

① 満64歳以下の組合員※2 標準型・緩和型共通

② 満64歳以下の組合員の配偶者※2 標準型・緩和型共通

③ 満23歳以下の組合員と生計を一にする未婚の子ども※3 標準型のみ

（※1）�「健康な方」とは申込日（告知日）時点において、質問
表にもとづき、加入が認められると判断できる状態の方
をいいます。

（※2）�3月1日更新日時点で満70歳に達した後の最初に到来
する2月末日で脱退（年齢満了）となります。

（※3）�3月1日更新日時点で満23歳に達した後の最初に到来
する2月末日で脱退（年齢満了）となります。

組合員（契約者）本人の「標準型」もしくは「緩和型」の
加入がないと、配偶者および子どもの加入はできません。

2 枚目　裏

なし
①

ご加入または増額される加入者（被共済者）は、該当の有無を確認のうえ、加入申込書の告知事項欄に○印をつけてください。
質問表 生命共済　健康状態の告知について

あり

なし

質
問
1

現在、病気＊1やけがのため、入院・安静加療＊2をしていますか？
または、入院・安静加療＊2・手術＊3・検査＊4・放射線治療・先進医療を要すると診断されていますか？
＊1 「病気」には、妊娠・分娩に伴う異常（帝王切開・異所性妊娠（子宮外妊娠）・妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）・流産など）を含みます。
＊2 「安静加療」とは、医師の診断にもとづき、自宅などで静養している状態をいいます。
＊3 「手術」には、切開術のほか、抜釘術、内視鏡手術、レーザー手術、レーザー治療、レーシック手術、美容外科手術（美容整形手術）、帝王切開、人工中

絶手術、避妊手術、臓器提供のための手術も含みます。また公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表におい
て、手術料の算定対象として定められているもののほか、自由診療によるものも含みます。ただし、軽い切り傷などの縫合手術は含みません。

＊4 「検査」とは、医師＊5の診察・健康診断・人間ドックなどを受けた結果、または自覚症状があり、診断確定のために再検査・精密検査・診察などを要
している状態をいいます。ただし、再検査などを受けた結果、入院・安静加療・手術を要しなかった場合は含みません。

＊5 「医師」には歯科医師を含みます。

質
問
3
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過去1年以内に、下記の傷病により医師＊5の治療＊7を受けたこと、または、医師＊5の治療＊7を要すると診断
されたこと＊8がありますか？ただし、現在、その傷病が完治している＊9場合は該当しません。
＊5は質問１を参照してください。
＊7「医師の治療」とは、投薬、医学的処置および食事療法などをいいます。
＊8「医師の治療を要すると診断されたこと」には、医師による診察または健康診断・人間ドックで「下記の傷病」の疑いの指摘を受け、検査など（再検
査・精密検査を含む）の結果が判明していない状態も含みます。

＊9「完治している」とは、医師＊5から「病気やけがが治癒した」、「治療の必要がない」と診断されている状態をいいます。
 「下記の傷病」とは、次に掲げるものをいいます。
ご不明な点などございましたらＵＡゼンセン共済事業局へお問い合わせください。

あり

あり

子どもの場合

なし

なし
②

質
問
2

過去1年以内に、病気＊1やけが（手足の骨折を除きます。）のため、連続して14日以上の入院・安静加療＊2を
したこと＊6がありますか？
または、過去1年以内に手術＊3・放射線治療・先進医療を受けたことがありますか？
＊1～＊3は質問１を参照してください。
＊6 「連続して14日以上の入院・安静加療をしたこと」には、入院日数と安静加療の期間が合計14日以上となる場合を含みます。例えば、自宅で2日

間の安静加療後、10日間入院し、さらにその後自宅で2日間安静加療した場合などを含みます。

質
問
4

質問３で該当する傷病が
「（心疾患）高血圧症」のみの方
次のいずれかに該当しますか？
・申込日（告知日）時点の加入者（被共済者）の年齢が
30歳未満である。
・今までに高血圧症の治療を目的とする入院をした
ことがある。
・高血圧症の原因となる傷病がある（「二次性高血圧
症」と診断されている）。
・過去1年以内に、医師による診察または健康診断・人
間ドックを受けた際に測定した最新の血圧値が、最
大140mmHg以上または最小90mmHg以上である。

あり

なし

質問３で該当する傷病が
「高血圧症」以外の方

【
緩
和
型
】質
問

質問３に記載の上記の傷病に
より、過去１年以内に入院した
ことがありますか？
または、上記の傷病により、過去
１年以内に週に２回以上、通院
治療をしたことがありますか？

がん・しゅよう

糖尿病

心疾患

脳血管疾患

胃、腸の疾患

肝臓、すい臓の疾患

腎臓の疾患

悪性新生物、上皮内新生物、良性新生物、がん、 
しゅよう、悪性リンパ腫、肉腫、子宮筋腫、白血病

心臓病、狭心症、心筋こうそく、心房細動、心不全、
心筋炎、心肥大、弁膜症、高血圧症（質問４参照）
脳卒中（脳出血、くも膜下出血、脳こうそく）、脳血栓症
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、腸閉塞（イレウス）、潰瘍性
大腸炎、腹膜炎、クローン病
肝炎、肝硬変、肝機能障害、すい炎、脂肪肝
腎炎、腎不全、腎硬化症、多発性のう胞腎、ネフロー
ゼ

呼吸器の疾患

精神障がい

神経の疾患

血管および
血液の疾患
眼の疾患

脊柱、骨、関節
免疫の疾患

肺炎、肺結核、肺気腫、肺のう胞、慢性気管支炎、気管
支拡張症
うつ病、アルコール依存症、統合失調症、認知症、双極
性障害（躁うつ病）
髄膜炎、脳性麻痺、パーキンソン病、筋ジストロフィー、
アルツハイマー病、てんかん、多発性硬化症、睡眠時無
呼吸症候群
動脈硬化症、動脈瘤、下肢静脈瘤、血栓症、貧血、紫斑
病、血友病
白内障、緑内障、網膜剥離、網膜色素変性
サルコイドーシス、椎間板ヘルニア、強直性脊椎炎、
後縦靭帯骨化症、骨髄炎、骨パジェット病、関節リウマチ、
こうげん病（ベーチェット病など）、免疫不全症候群 

あり

【標準型】
へご加入または増額いた
だけます。
標準型の告知事項欄
なし① に〇印を
つけてください。

告知事項欄
記入方法
なし①

なし②

あり

【標準型】
へご加入または増額いた
だけます。
標準型の告知事項欄
なし② に〇印を
つけてください。

告知事項欄
記入方法
なし①

なし②

あり

【緩和型】
へご加入または増額いた
だけます。
緩和型の告知事項欄
なし に〇印を
つけてください。

告知事項欄
記入方法

なし

あり

組合員・配偶者の場合

生命共済にご加入いただきありがとうございます。
このしおりは、ご契約に関する大事な事柄を記載したものです。
ぜひご一読いただき、加入者証とともに大切に保管してください。
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変更を行う加入者のみが脱退となるよう必要事項
を記入してください。「脱退届」下段右側に記載
されている「「緩和型」から「標準型」への変更」
の欄に必ず○印をつけてください。
③その他、「加入申込書」と「脱退届」記入に当た
っての留意点は、「加入申込書」掲載の記入例、
本書掲載の「脱退届」記入例を参照してください。

⑺加入内容の変更手続き
 �口座変更、住所変更、改姓、加入組織変更等が生
じた場合は、「UAゼンセン共済制度加入者内容
変更通知書・口座変更通知書」に必要事項を記入
のうえ、所属組合経由で共済事業局に提出してく
ださい。

2.掛金
⑴掛金の適用
 ①�加入日（保障開始日）・変更日時点での年齢によっ
て、標準型の組合員・配偶者は満35歳以下・満36
歳以上満64歳以下・満65歳以上の方、緩和型は
満39歳以下・満40歳以上満49歳以下・満50歳以
上満59歳以下・満60歳以上の方で適用される掛
金が異なります。
 例  �A-30へ加入する場合（2月1日で満36歳と
なる方）					   
申込日（告知日）時点では満35歳ですが、加
入日（保障開始日）時点では満36歳となるた
め、A-30に加入いただく場合、「満36歳以上
満64歳以下」の掛金が適用され、月額掛金
は「4,800円」となります。

1 月 2月 3月

3月1日
保障開始日
（加入日）

満35歳 満36歳

2月1日
誕生日

1月10日
申込日
（告知日）

②ご加入後は、更新日（毎年3月1日）時点での年齢
によって、標準型の組合員・配偶者は満35歳以下・
満36歳以上満64歳以下・満65歳以上の方、緩和
型は満39歳以下・満40歳以上満49歳以下・満50
歳以上満59歳以下・満60歳以上の方で適用され
る掛金が異なり変更となります。

⑵掛金の引落し
①掛金は組合員本人と家族の分を合計して、組合
員本人の指定預金口座（介護、医療、給与保障・
傷害・賠償、年金・積立共済ご加入の場合は同じ
口座）から自動的に引落しされます（所属組合によ
ってはチェックオフ（給与天引）となりますので、所
属組合に確認してください）。
②口座引落しができなかった場合は、翌月に当月分
と翌月分の掛金を併徴します。この場合、加入者
宛「掛金引落し不能・脱退等のご案内」が送付さ
れますので、口座残高を確認してください。
③3ヵ月連続して引落しできなかった場合は、自動脱
退（Ⅰ-（Ⅱ）-4-（2）を参照）となり復活はできません。
再加入の手続きをした場合は、再加入日（再保障

開始日）から新規扱いとなります。

3.共済期間・更新
1年更新（更新日は毎年3月1日・共済期間は1年）の共
済制度です。特にお申し出がない限り、所定の条件の
もと年齢満了まで自動更新（告知不要）されます。
⑴�標準型の満65歳（3月1日更新日時点）の更新
 �掛金が変わるとともに、更新可能な共済金額の上限
は1,000万円となります。事前の更新案内が組合員
宛に直送されます。
⑵�更新時（更新日は毎年3月1日）には組合員向けに新た
に「加入内容確認証（兼加入者証）」を発行し、共済
事業局から組合へお送りします。
⑶�年齢満了
 Ⅰ-（Ⅱ）-4-（2）を参照してください。

4.脱退の手続き
⑴中途脱退
制度の脱退は、「生命共済脱退届（以下、「脱退
届」）」に必要事項を記入・捺印のうえ、当月原則20
日（土・日・祝日の場合は前業務日）までに、所属組合
経由で共済事業局に提出してください。当月末日を
もって脱退となります。
①全部脱退（組合員本人を含む加入者全員の脱
退）の場合は、「1 組合員本人を含む加入者全
員の全部脱退欄」「脱退事由欄の該当する事由」
に〇印をつけてください（組合員が脱退すると、
家族も脱退となります）。また、Ⅰ-（Ⅱ）-6-⑴を参照
していただき、「生活協同組合・出資金返戻請求
書（以下、「出資金返戻請求書」という）」もあわ
せて提出してください。
②一部脱退（組合員を除く家族またはこども契約の
加入者の脱退など）の場合は、該当する一部脱退
「2 組合員本人の緩和型もしくは標準型の一部
脱退欄」「3 配偶者・子どもの一部脱退欄」のい
ずれかに○印をつけ、「2 組合員本人の緩和型も
しくは標準型の一部脱退」の場合は「脱退内容
欄の該当する内容」「脱退事由欄の該当する事
由」に〇印をつけ、「3 配偶者・子どもの一部脱退」
の場合は脱退者の氏名・続柄・脱退内容・脱退事
由を記入および〇印をしてください。

⑵�自動脱退（年齢満了・加入者が死亡または重度障
がいになったときを含む）
以下の場合は自動脱退となりますので、「脱退届」
の提出の必要はありません。ただし、組合員の契約
が消滅する場合は、Ⅰ-（Ⅱ）-6-（1）を参照していただき、
「出資金返戻請求書」を提出してください。
①掛金が3ヵ月連続して口座から引落しされなかっ
たとき
 最初の引落されなかった月の前月末日をもって失
効となり自動脱退となります。
②	年齢満了となったとき
 加入者が組合員および配偶者の場合は、3月1日
更新日時点で満70歳に達した後の最初に到来
する2月末日をもって年齢満了となり自動脱退とな
ります。自動脱退となる前年11月下旬頃に「年
齢満了のお知らせ」が組合員宛にこくみん共
済 coop より直送されます。その際に、標準型の

Ⅱ加入の手続き・変更の手続きについて

1.加入手続きと受付窓口
⑴加入申込書の記入
 �加入申込書はUAゼンセン福祉共済互助会ならび
にこくみん共済 coop と契約を締結するもの、また、
質問事項（告知事項）は健康状態を告知いただくも
のとして重要です。契約者自身がご記入いただき、
内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。
※契約者本人以外が加入者となる場合には、加入者に
なられる方の同意を得てください。

⑵加入申込の受付
①「加入申込書（共通項目）兼口座振替依頼書・生
命共済加入申込書（以下、「加入申込書」という）」
は、原則毎月20日（土・日・祝日の場合は前業務日）、
所属組合経由でUAゼンセン共済事業局（以下、
共済事業局）必着となります。なお、申込受付と加
入日（保障開始日）および掛金引落し日との関係は、
以下のとおりです。

口
座
引
落
し
加
入
者

申込受付 毎月原則20日まで
※20日が土・日・祝日の場合は前業務日

加入日
（保障開始日）

申込月の翌々月の
1日午前0時から

初回口座
引落し日

加入日（保障開始日）当月の
12日

※12日が休業日の場合は翌営業日

チェックオフ
組合加入者

上記を原則としますが、事務
の関係から毎月加入ではなく
加入日を特定している組合（例
えば、春の募集は一律9月1
日加入とする等）の場合は、
申込書の受付と加入日（保障
開始日）はリンクしません。

②加入の証として、組合員向けに「加入者証」を発
行し、共済事業局から組合へお送りします。

⑶組合員本人の新規加入の手続き
<組合員本人の新規加入で、他の共済に未加入の
場合（住宅あんしん共済を除く）>
①「加入申込書」に必要事項を記入してください。
②申込区分欄の既加入なしにチェックしてください。
③新たに引落し口座を設定していただくために、「預
金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（以下、
「預金口座振替依頼書」という）」も必ず記入（チ
ェックオフ組合を除く）してください。UAゼンセン
共済の各共済の掛金は全て同一の口座から引落
しされます。
④共済加入者番号欄は、既に加入者番号のある方
（他の共済既加入者）以外は記入不要です。
⑤その他、「加入申込書」記入に当たっての留意点
は、加入申込書の記入例を参照してください。

<組合員本人の新規加入で、他の共済にも加入
がある場合（住宅あんしん共済を除く）>
①「加入申込書」に必要事項を記入してください。
②共済加入者番号欄には、必ず番号を記入してく
ださい（UAゼンセン共済加入者は、10桁の共通
の加入者番号が与えられています）。
③申込区分欄の既加入ありにチェックしてください。
④既に引落し口座が設定済みなので、「預金口座
振替依頼書」は記入不要です。
⑤その他、「加入申込書」記入に当たっての留意点
は、加入申込書の記入例を参照してください。

⑷加入後の家族の追加加入の手続き
①「加入申込書」に必要事項を記入してください。
②共済加入者番号欄には、必ず番号を記入してく
ださい（UAゼンセン共済加入者は、10桁の共通
の加入者番号が与えられています）。
③申込区分欄の既加入ありにチェックしてください。
④申込者は組合員本人（自署）となります。
⑤既に引落し口座が設定済みなので、「預金口座
振替依頼書」は記入不要です。
⑥加入欄の家族追加に〇印をつけてください。
⑦追加加入者についてのみ必要事項を記入してく
ださい。継続加入者については記入不要です。
⑧その他、「加入申込書」記入に当たっての留意点
は、加入申込書の記入例を参照してください。

⑸�加入後の加入コース（共済金額）変更の手続き（3月
1日更新時のみ）
①手続きは、年1回更新時（3月1日加入分）のみ可
能です。「加入申込書」を、11月21日～原則1月20
日（1月20日が土・日・祝日の場合は前業務日）の期
間に所属組合経由で共済事業局へ届くように提
出してください。
②「加入申込書」には変更を行う加入者について
のみ必要事項を記入してください。変更を行わな
い加入者については記入しないでください。増額
の場合は、「告知事項」の回答が必要となります。
 なお、減額の場合は、「告知事項」の回答は必要
ありません。
③その他、「加入申込書」記入に当たっての留意点
は、「加入申込書」掲載の記入例を参照してくだ
さい。

⑹�加入後の加入タイプ（緩和型から標準型）変更の
手続き（3月1日更新時のみ）
①加入タイプ「緩和型」の加入者は、健康状態が
改善され「標準型」に加入できる場合には、「緩
和型」を脱退し「標準型」に加入し直す（年1回
3月1日更新時のみに「緩和型」を脱退し、同時に
「標準型」に加入する）ことができます。標準型
の「加入申込書」と変更する緩和型の「脱退届」
をあわせて、11月21日～原則1月20日（1月20日が
土・日・祝日の場合は前業務日）の期間に所属組合
経由で共済事業局へ届くように提出してください。
②標準型の「加入申込書」には、上段右側に記載
されている変更欄の「加入タイプ」に必ず○印を
つけ、変更を行う加入者についてのみ必要事項
を記入してください。変更を行わない加入者につ
いては記入しないでください。「告知事項」の回
答は必要となります。緩和型の「脱退届」には、
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うちょ銀行を指定する場合は、貯金通帳の見開き
左上またはキャッシュカードに記載された記号・番
号を記入してください。

　※�組合員本人宛に、「共済金・返戻金のお支払いのお
知らせ」が送付されます。

返戻請求は
できません

スタート

1回の返戻額は
5,000円以上�
ですか？

返戻後の
出資金残高は
10,000円以上
ありますか？

1回の返戻額を
5,000円以上
で設定して
ください。

返戻後の
出資金残高を
10,000円以上
で設定して
ください。

出資金残高は
15,000円以上
ありますか？

No No No

請 求 先：UAゼンセン共済事業局
     （所属労働組合経由）
提出書類：「生活協同組合・出資金返戻請求書」
●�組合員は所属する組合本部より取り寄せてください。
●福祉共済会の会員は共済事業局に請求してください。
請求期間：毎年1回（11/1～原則12/20）
（12月20日が土・日・祝日の場合は前業務日）

返戻請求ができます

Yes Yes Yes

Yes Yes

返戻可否判断フローチャート

7.海外渡航
海外渡航（国外へ渡航し、その期間が３ヵ月以上にわ
たるもの）する方については、以下の取り扱いで現在
の契約の継続が可能です。
⑴�日本国内から掛金の払い込みを確実に行っていた
だきます。
⑵�共済金および支払いの取り扱いについては、以下の
とおりです。
①共済金の請求手続きは、日本国内に居住する者
（契約者またはその代理人）が行っていただき
ます。
②重度障がいおよび特定状態にかかわる共済金
の請求については、日本国内で作成された証明書
（診断書）のみの受付となります。
③共済金の支払いは、日本国内の金融機関への円
建てでの支払いに限ります。

⑶�渡航前に「海外渡航届兼委任状」を所属組合経由
で共済事業局に提出してください。			 
契約者が渡航する場合は、国内に居住する者を「代
理人」として指定し、契約上の事務手続きを代理し
ていただきます。（契約者でない加入者が渡航する
場合は、「代理人」欄の記入は不要です。
⑷「海外渡航届兼委任状」を提出いただくと、渡航予
定日から契約の登録住所を代理人様宛てに変更し
ます。
⑸�帰国時には、「加入内容変更通知書」を提出いただ
き、帰国日から契約の登録住所を帰国後住所に変
更します。帰国後、代理人住所にお住まいの場合は、
手続きは不要です。

Ⅲ保障内容について
給付内容は、Ⅱ.加入コース（共済金額）と掛金のとおり

です。

1.�加入者が次の状態になったとき、共済金をお
支払いします。
⑴死亡した時
⑵重度障がいとなった時
　�重度障がいとは、傷病が治癒し、その後に残存する
後遺障がいのうち、労働者災害補償保険法に準じ
た、規約に定める「身体障害等級別支払割合表」
の第1級、第2級および第3級の2,3,4のいずれかの
障がい状態が固定した場合をいいます。
「重度障がい状態について」
重度障害共済金の支払対象となる重度障がい状態
<身体障がいの状態の定義>
身体障がいとは、病気または傷害が治癒したときに残存
する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回
復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態
をいいます。
〔備考〕視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常
のあるものについては、矯正視力について測定します。

1.両眼が失明したもの
2.そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3.�神経系統の機能または精神に著しい障がいを
残し、常に介護を要するもの
4.�胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に
介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8.両下肢の用を全廃したもの
9.�一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
10.両眼の視力が0.02以下になったもの
11.�神経系統の機能または精神に著しい障がいを
残し随時介護を要するもの

12.�胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、随
時介護を要するもの

13.両上肢を手関節以上で失ったもの
14.両下肢を足関節以上で失ったもの
15.そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
16.�神経系統の機能または精神に著しい障がいを
残し、終身労務に服することができないもの

17.�胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、終
身労務に服することができないもの

（注1）�死亡共済金と重度障害共済金は重複して給付さ
れません。

（注2）�過去に重度障害共済金をお支払いしていた場合、
その支払いと同一の傷病を原因として再び支払事
由が発生しても、共済金は給付されません。

⑶特定状態となった時
 �特定状態共済金とは加入者の余命が6ヵ月以内と診
断された時に、余命期間の医療費（希望する医療の
ための費用）の補てんとして、共済金の一部を先行し
て請求できるものです。特定状態共済金のお支払
い後は、支払額を差し引いた共済金額となります。
 �特定状態共済金の支払い後、最初に到来する更新
日より下表「特定状態共済金お支払い後の加入コ

場合は生命移行共済へ移行し保障を継続する
ことも可能で、その案内として「年齢満了に伴う
移行手続きのご案内」が同封されます。生命移
行共済への移行手続きは、加入者とこくみん共
済 coop 間にて直接行います（申込締切日は12月
中旬頃）。緩和型は生命移行共済への移行はで
きません。
 加入者が子どもの場合は、3月1日更新日時点で
満23歳に達した後の最初に到来する2月末日をも
って年齢満了となり自動脱退となります。自動脱退
となる前年11月下旬頃に「年齢満了のお知らせ」
が組合員宛にこくみん共済 coop より直送されま
す。その際に、年齢満了後に加入できるこくみん
共済 coop の共済のご案内が同封されます。こく
みん共済 coop の共済に継続加入する手続きは、
加入者とこくみん共済 coop 間にて直接手続きを
行います（申込締切日は12月中旬頃）。
③	加入者が死亡または重度障がいになったとき
 死亡または重度障がいになったときは支払事由
発生日にて自動脱退となります。
 契約者（組合員）である加入者が死亡または重
度障がいになり支払事由が発生した際に、配偶
者・子どもの契約のある場合は、契約者（組合員）
の契約は自動脱退となりますが、配偶者・子どもの
契約については同時に自動脱退とならず、掛金が
引落され続ければ支払事由発生日以降、最初に
到来する2月末日にて自動脱退の取り扱いとなりま
す。契約者（組合員）の契約の自動脱退と同時に
配偶者・子どもの契約も脱退を希望される場合は、
契約者（組合員）の共済金請求時に「脱退届」も
あわせて提出してください。配偶者・子どもの契約
を継続希望される場合は、次項⑶を参照してくだ
さい。

（3）�契約者が死亡または重度障がいになった後の
配偶者・子ども契約の継続契約者（組合員）の
共済金請求時に「脱退届」も提出し、配偶者・
子どもの契約も脱退手続きをし、同時に配偶者
がUAゼンセン福祉共済会の会員になり契約
者（あらためて「加入申込書」の提出が必要）
となることで継続して加入することができます。�
契約者（組合員）の共済金請求時に所属組合にお
申し出ください。

5.�割り戻し金割当通知書・共済掛金払込証明書
のご案内
⑴�毎年10月下旬頃に加入者宛に直送されます。なお、
10月直送後の11月1日付加入者には11月中旬頃、12
月1日付加入者には12月中旬頃に「共済掛金払込
証明書」のみ組合員宛に直送されます。
⑵�生命共済掛金のこくみん共済 coop 引き受け分が
一般生命保険料控除の対象となります。生命保険
料控除の対象となる契約は、納税する方が掛金を
支払い、共済金受取人が自己または配偶者（内縁
関係者にある方は対象外）、子どもである契約です。
1月から12月までの間に掛金をお支払いいただいた
契約について「生命保険料控除対象共済掛金証
明書」を発行します。
※「生命保険料控除対象共済掛金証明書」は、年末調

整時等に必要となりますので、紛失しないよう注意して
ください。再発行につきましては、共済事業局へ連絡
してください。

⑶割り戻し金
 �毎年の決算で剰余が発生した場合、組合員に割り
戻し金としてお戻ししています。割り戻し金は全額、
こくみん共済 coop への出資金として振り替えさせ
ていただいています。
①割り戻し金の対象となる契約は、前年6月1日～当
年5月31日の期間に有効となっている契約（前年
6月1日～当年5月31日の期間に満了した契約およ
び解約された契約を含みます）です。
②出資金残高は、「割り戻し金等支払通知書兼振
替出資金受入れ通知書」に記載されている振替
出資金と前年度までの出資金を合計した金額に
なります。

6.出資金返戻請求の手続き
⑴�脱退時の出資金返戻手続き（組合員を含め、生命
共済をすべて脱退する場合）
 �生命共済ご契約中に発生した割り戻し金は、こくみ
ん共済 coop への出資金として全額振替出資さ
れています。組合員契約脱退時には、こくみん共
済 coop の組合員出資金を全額お返しいたします。	
「脱退届」とあわせて、「出資金返戻請求書」を所
属組合経由で共済事業局に提出してください。脱
退日（月末）から約1ヵ月でご指定の組合員本人口座
にお振り込みいたします。�	
なお、こくみん共済 coop にその他の契約がある場
合、お戻しするのは生命共済分のみとなります。
①組合員の死亡による脱退以外は、「脱退に伴う出
資金返戻請求（自由脱退）⑵」を〇で囲んでくだ
さい。
②ご指定の組合員本人口座に返戻しますので、い
ずれかの組合員本人口座を記入してください。ゆ
うちょ銀行を指定する場合は、貯金通帳の見開き
左上またはキャッシュカードに記載された記号・番
号を記入してください。
 ※�組合員本人宛に、「共済金・返戻金のお支払いのお
知らせ」が送付されます。

⑵�出資金の一部引き出し（減資）手続き
 �出資金を以下の要領で一部引き出し（減資）するこ
とが可能です。一部引き出し（減資）する場合は、「出
資金返戻請求書」を所属組合経由で共済事業局
に提出してください。共済事業局が書類を受け付け
た後、約1ヵ月でご指定の組合員本人口座にお振り
込みいたします。
①受付期間は、年1回11月1日～原則12月20日（12月
20日が土・日・祝日の場合は前業務日）です。
②出資金残高を15,000円以上保有している方で、
その出資金残高から10,000円を差し引いた金額に
対して出資金の一部引き出し（減資）が可能です。

③「一部引き出し減資⑸」を〇で囲んでください。
④一回の請求金額は、5,000円以上（1円単位）、か
つ出資金返戻後に出資金残高が10,000円を下回
らない金額までとなります。
⑤ご指定の組合員本人口座に返戻しますので、い
ずれかの組合員本人口座を記入してください。ゆ
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UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop がお支払いすべき共済金の額を確定する
ために必要な事項の調査（以下（4）および（5）にお
いて「必要な調査」という）を要する場合において、
UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop に提出された書類だけではその確認がで
きないときは、必要な請求書類がすべてUAゼンセ
ン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 coop に
到着した日の翌日以後30日以内に、必要な調査を終
えて、共済金を共済金受取人に支払います。

⑷�さらに、必要な調査のため特に日時を要する場合に
おいて、次の①～⑧のいずれかに該当するときは、そ
の旨をUAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん
共済 coop が共済金受取人に通知し、必要な請求
書類がすべてUAゼンセン福祉共済互助会ならびに
こくみん共済 coop に到着した日の翌日以後、①～⑧
に定める期間内（複数に該当するときは、そのうち最
長の期間）に共済金を共済金受取人に支払います。

①
災害救助法（昭和22年10月18日法律第118号）
が適用された災害の被災地域において調査を行う
必要があるとき

60日

②
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・
鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があ
るとき

90日

③

UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop ならびに契約者、加入者および共済金
受取人以外の個人または機関に対して客観的事
実、科学的知見または専門的見地からの意見もし
くは判断を求めるための確認が必要なとき

90日

④
身体障害の内容およびその程度を確認するための
医療機関による診断、身体障害の認定にかかる専門
機関による審査等の結果について照会を行う必要が
あるとき

120日

⑤ 弁護士法（昭和24年6月10日法律第205号）その
他の法令にもとづく照会が必要なとき

180日⑥ 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・
捜査の結果について照会を行う必要があるとき

⑦ 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本
国外において調査を行う必要があるとき

⑧

災害対策基本法（昭和36年11月15日法律第223
号）にもとづき設置された中央防災会議において
専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、
東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発
生するものと見込まれる広域災害が発生したとき

360日

⑸�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop が必要な調査を行うにあたり、つぎのいずれ
かに該当することにより、調査が遅延した期間につい
ては、（3）および（4）の期間に算入しないものとし、また、
その調査が遅延した期間は共済金を支払いません。
①契約者、加入者または共済金受取人が正当な理
由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった
とき（必要な協力を行わなかった場合を含みます）。
②契約者、加入者または共済金受取人が（2）にい
う事実の確認、医師または歯科医師の診断を妨
げ、もしくはこれに応じなかったとき（必要な協力を
行わなかった場合を含みます）。

Ⅵ契約の解除について
⑴�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop は、つぎの①から⑤のいずれかに該当する
場合は、将来に向かって契約を解除することができます。
①この契約にもとづく共済金の請求および受領等に
際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または
行おうとしたとき。

②契約者、加入者または死亡共済金受取人が、
UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop に、この契約にもとづく共済金を支払わ
せることを目的として、支払事由を発生させ、また
は発生させようとしたとき。
③契約者、加入者または死亡共済金受取人が、つ
ぎのいずれかに該当するとき。
 ㋐�反社会的勢力に該当すると認められること。
 ㋑�反社会的勢力に対して資金等を提供し、また
は便宜を供与する等の関与をしていると認めら
れること。

 ㋒�反社会的勢力を不当に利用していると認めら
れること。

 ㋓�法人である場合において、反社会的勢力がそ
の法人の経営を支配し、またはその法人の経
営に実質的に関与していると認められること。

 ㋔�その他反社会的勢力と社会的に非難されるべ
き関係を有していると認められること。

④この契約の全部または一部に対して支払責任が
同じである他の契約等との重複により、加入者に
かかる共済金等（保険金その他のいかなる名称
であるかを問わないものとします）の合計が著しく
過大であり、共済制度の目的に反する状態がもた
らされるおそれがあると認められるとき。
⑤①～④までのいずれかに該当するほか、UA
ゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop の契約代表者、契約者、加入者または
共済金受取人に対する信頼を損ない、この契約
の存続を困難とする重大な事由があるとき。

⑵�⑴の規定により契約を解除した場合においては、そ
の解除が支払事由発生の後になされたときであって
も、UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop は（1）①～⑤までに規定する事実が発生
したときから解除されたときまでに発生した支払事由
にかかる共済金（死亡共済金受取人が（1）③のみ
に該当した場合で、その死亡共済金受取人が共済
金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、そ
の受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下、
この項目において同じです）を支払いません。また、
既に共済金を支払っていたときは、UAゼンセン福祉
共済互助会ならびにこくみん共済 coop は、共済金
の返還を請求することができます。
⑶ �⑴の規定による契約の解除は、契約者に対する通
知により行います。ただし、契約者の所在不明、死
亡その他の理由で契約者に通知できない場合に
は、UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん
共済 coop は、加入者または死亡共済金受取人に
対する通知により行うことができます。

⑷告知義務違反による契約の解除について
 �契約者または加入者が、契約の締結または契約者
からの申し出により共済金額等を変更して更新した
当時（以下、この項目において「契約締結時」といい
ます）、故意または重大な過失により、質問事項につ
いて事実を告げず、または事実でないことを告げた
場合には、UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこく
みん共済 coop は、つぎの契約を将来に向かって解
除することができます。
①当該契約者にかかるすべての契約

ース」欄の加入コースとなり月額掛金も変更となります。
■特定状態共済金の給付額

加入コース 特定状態共済金
の給付額

特定状態共済金
お支払い後の
加入コース

組
合
員

標
準
型

A-40

1,000万円

A-30
A-35 A-25
A-30 A-20
A-25 A-15
A-20 A-10
A-15 900万円 A-6
A-10 400万円 A-6
A-3・A-6 対象外

緩
和
型

S-10 300万円 S-7※
S-5 200万円 S-3
S-3 100万円 S-2※

配
偶
者

標
準
型

B-30
1,000万円

B-20
B-25 B-15
B-20 B-10
B-15 900万円 B-6
B-10 400万円 B-6
B-3・B-6 対象外

緩
和
型

T-5 200万円 T-3
T-3 100万円 T-2※

子
ど
も

標
準
型

C-10 400万円 C-6
C-6 300万円 C-3
C-3 対象外

※特定状態共済金支払い後の更新時専用の加入コース
（注1）�A-3・A-6、B-3・B-6、C-3の加入コースは対象となりません。

2.共済金支払いの分割・繰り延べ・削減
戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その
他これらに類する天災などの非常時には、共済金の
分割払い、繰り延べ払い、削減をすることがあります。

Ⅳ共済金受取人について
⑴�共済金受取人は契約者です。
⑵�⑴にかかわらず、加入者と同一人である契約者が
死亡した場合の死亡共済金受取人は、①から⑤の
順位になります。なお、②から⑤の中では、記載の
順番になります。相続放棄をされた方がいても、死
亡共済金受取人の順位・順番に影響は生じません
（死亡共済金は生命保険金と同様に民法上の相
続財産ではないため）。なお、死亡共済金受取人
の指定がされている場合は、その指定されている方
が優先され、死亡共済金受取人となります。

 ①�契約者の配偶者（内縁関係にある方および戸籍
上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない
程度の実質を備える状態にある方（以下「内縁
関係にある方等」）を含みます。ただし、契約者ま
たは内縁関係にある方等に婚姻の届け出をして
いる配偶者がいる場合を除きます。以下同じです）
※「内縁関係にある方等」とは、生活実態をもとにこく
みん共済 coop が認めた方をいいます。

 ②�契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持
していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄
弟姉妹（「その収入により生計を維持していた」とは、
契約者の収入により、日々の消費生活の全部また
は一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通
常の生活水準を維持することが困難となるような関
係が常態であった場合をいいます。以下同じです）

 ③�契約者の死亡の当時、その収入により生計を維
持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖
父母および兄弟姉妹

 ④ �②にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父
母および兄弟姉妹

 ⑤ �③にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、
孫、祖父母および兄弟姉妹
※�労働基準法施行規則42条および43条に準じたUAゼ
ンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 coop が
規約に定める共済金受取人となっています。

⑶ �⑵において、同順位の死亡共済金受取人が2人以
上あるときは、委任状により代表受取人1人を決め
ていただきます。この場合、その代表受取人は他の
死亡共済金受取人を代表します。ただし、同順位
全員の方の同意が必要となります。

⑷�契約者は、加入者の同意およびUAゼンセン福祉共
済互助会ならびにこくみん共済 coop の承諾を得て、
死亡共済金受取人を指定または変更することができ
ます。死亡共済金受取人指定を行う場合には、「死
亡共済金受取人指定承認請求書」を所属組合経
由で共済事業局に提出してください（共済事業局に
て受付した後、さらにこくみん共済 coop に提出しま
す）。「死亡共済金受取人指定承認請求書」は所
属組合にご請求ください。
⑸ �⑷により死亡共済金受取人の指定または変更がさ
れている場合で、その後、契約が更新されたときは、
加入共済金額を変更したときを含めて、引き続き同
一の内容による死亡共済金受取人の指定または変
更があったものとします。

⑹�死亡共済金受取人を指定または変更するための
「死亡共済金受取人指定承認請求書」がこくみん
共済 coop に到着する前に、指定前または変更前
の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたとき
は、その支払後に共済金の請求を受けても、重複し
て共済金は支払いません。
⑺ �⑷により指定または変更された死亡共済金受取人
が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受
取人が指定されないときは、⑴または⑵に規定する
順位および順番によります。

Ⅴ共済金の請求、支払時期について
⑴�共済金の受取人は、加入者について支払事由が発
生したことを知ったときは、Ⅲ-（Ⅰ）-1の共済金請求書類
を完備のうえ、遅滞なく所属組合経由で共済事業局
に提出し、共済金を請求してください（共済事業局に
て受付した後、こくみん共済 coop に提出します）。
⑵�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop が、共済金の請求を受け、必要と認めた場
合には、契約者、加入者または共済金受取人に対し、
事実の確認をすること、および、UAゼンセン福祉共
済互助会ならびにこくみん共済 coop の指定する医
師または歯科医師の診断を求めることができます。

⑶�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop は、共済金の請求を受けた場合には、必
要な請求書類がすべて到着した日の翌日以後10
営業日以内に、共済金受取人に支払います。ただ
し、共済金が支払われない事由の有無、共済金を
算出するための事実、契約の効力の有無、その他
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ます。ただし、加入者が契約者の場合は加入
共済金額または600万円のいずれか低い金額
をお支払いします。
㋑増額した場合は、追加加入共済金額（増額部
分）の50％または300万円のいずれか低い金額
を、増額前の加入共済金額に合算してお支払
いします。ただし、加入者が契約者の場合は
増額前の加入共済金額または600万円のいず
れか高い金額をお支払いします。
■緩和型
㋐新規加入の場合は、加入共済金額の50％また
は300万円のいずれか低い金額をお支払いし
ます。ただし、加入者が契約者の場合は300
万円をお支払いします。
㋑増額した場合は、追加加入共済金額（増額部
分）の50％または300万円のいずれか低い金額
を、増額前の加入共済金額に合算してお支払
いします。ただし、加入者が契約者の場合は、
増額前の加入共済金額をお支払いします。

②重度障害共済金
■標準型
㋐新規加入の場合は、加入共済金額の50％また
は300万円のいずれか低い金額をお支払いし
ます。ただし、加入者が契約者の場合は加入
共済金額または600万円のいずれか低い金額
をお支払いします。
㋑増額した場合は、追加加入共済金額（増額部
分）の50％または300万円のいずれか低い金額
を、増額前の加入共済金額に合算してお支払
いします。ただし、加入者が契約者の場合は
増額前の加入共済金額または600万円のいず
れか高い金額をお支払いします。
■緩和型
㋐新規加入の場合は、加入共済金額の50％また
は300万円のいずれか低い金額をお支払いし
ます。ただし、加入者が契約者の場合は300
万円をお支払いします。
㋑増額した場合は、追加加入共済金額（増額部
分）の50％または300万円のいずれか低い金額
を、増額前の加入共済金額に合算してお支払
いします。ただし、加入者が契約者の場合は、
増額前の加入共済金額をお支払いします。

⑶�加入者の自覚症状の有無にかかわらず、加入日（保
障開始日）または更新日（増額した場合）時点で、既に
罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因と
して、加入日（保障開始日）または更新日（増額した
場合）から180日以内に死亡した場合、または重度
障がいの状態になった場合は、つぎのとおりお支払
いします。
①死亡共済金
■標準型
加入共済金額の100％をお支払いします。
■緩和型
㋐新規加入の場合は、加入共済金額の50％を減
額してお支払いします。
㋑増額した場合は、追加加入共済金額（増額部
分）を50％減額して、増額前の加入共済金額
に合算してお支払いします。

②重度障害共済金
■標準型
㋐新規加入の場合は、加入共済金額の50％を減
額してお支払いします。ただし、加入者が契約
者の場合で、かつ加入共済金額が600万円以
下の場合は加入共済金額の100％を支払い、
加入共済金額が600万円超の場合は加入共
済金額から600万円を除いた残額を50％減額
し600万円と合算してお支払いします。
㋑増額した場合は、追加加入共済金額（増額部
分）を50％減額して、増額前の加入共済金額
に合算してお支払いします。ただし、加入者が
契約者の場合で、かつ増額前の加入共済金
額と追加加入共済金額（増額部分）の合計が
600万円以下の場合は加入共済金額の100％
を支払い、増額前の加入共済金額と追加加入
共済金額（増額部分）の合計が600万円超の
場合は追加加入共済金額（増額部分。ただし、
合計の加入共済金額が600万円を超えない範
囲の増額部分を除く）を50％減額して、増額前
の加入共済金額に合算してお支払いします。
■緩和型
㋐新規加入の場合は、加入共済金額の50％を減
額してお支払いします。
㋑増額した場合は、追加加入共済金額（増額部
分）を50％減額して、増額前の加入共済金額
に合算してお支払いします。

Ⅹ契約の無効について
⑴�つぎのいずれかに該当する場合には、契約は無効と
します。
①�契約者が契約の加入日（保障開始日）または更新
日に既に死亡していたとき。
②�加入者が契約の加入日（保障開始日）に既に死亡
していたとき。
③�契約者が契約の加入日（保障開始日）または更新
日にＵＡゼンセン福祉共済互助会の会員でなくな
っていたとき。
④�契約者が契約の加入日（保障開始日）または更新
日に加入者となっていないとき。
⑤�契約の申込みまたは変更の申し出に際し、加入
者の同意を得ていなかったとき。
⑥�契約者の意思によらないで契約の申込みまたは
変更の申し出がなされていたとき。
⑦�加入者が契約の加入日（保障開始日）または更新
日において加入者の範囲外（加入できる方の範
囲外）であったとき。
⑧�加入共済金額が、それぞれに規定する最高限度
を超えていたときは、その超えた部分の共済金額
に対応する契約。

⑵�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop は、⑴の場合において、当該契約の共済
掛金の全部または一部を契約者に返還します。

⑶�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop は、⑴の規定により、契約が無効であった
場合には、既に支払われた共済金および諸返戻金
等の返還を請求します。

②当該加入者にかかる契約
③当該加入者にかかる基本契約共済金額の増額
部分に相当する基本契約

※�⑷の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合
には、UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 
coop は、契約を解除することができません。
ア．�契約の締結時において、UAゼンセン福祉共済互助
会ならびにこくみん共済 coop がその事実を知ってい
たとき、または過失により知らなかったとき。

イ．�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 
coop のために契約の締結の媒介を行うことができる
者（UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop のために契約の締結の代理を行うことができ
る者を除きます。以下「共済媒介者」といいます。）が、
契約者または加入者が事実を告げることを妨げたとき。

ウ．�共済媒介者が、契約者または加入者に対し、事実を
告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき。

エ．�当該加入者にかかる契約の発効日または更新日から
２年以内に共済事故が生じなかったとき。ただし、発
効日前または更新日前に原因が生じていたことにより、
共済金が支払われないときを除きます。なお、ここでい
う更新日とは、契約者からの申し出により共済金額等
を変更して更新した場合の更新日をいいます。

オ．�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 
coop が解除の原因を知ったときから解除権を1ヵ月間
行使しなかったとき。

カ．�契約締結時から5年を経過したとき。
※�上記イ．およびウ．の規定は、当該各号に規定する共済媒
介者の行為がなかったとしても、契約者または加入者が
⑷の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認め
られる場合には、適用しません。
※�⑷の規定により契約を解除した場合において、その解除
が共済事故発生ののちであっても、UAゼンセン福祉共
済互助会ならびにこくみん共済 coop は解除されたときま
でに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。
また、既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を
請求することができます。ただし、契約者または共済金受
取人が、加入者の共済事故の発生が解除の原因となっ
た事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
※�⑷の規定による解除は、契約者に対する通知により行い
ます。ただし、契約者の所在不明、死亡その他の理由で
契約者に通知できない場合には、加入者または死亡共済
金受取人に対する通知により行うことができます。

※�⑷の規定により解除される契約が契約者を加入者とする
共済契約である場合は、当該契約者の配偶者または子
どもを加入者とする契約については、⑷の規定により解除
された日の属する共済期間の満了日を限度として継続さ
せることができます。

Ⅶ詐欺等による契約の取り消しについて
契約者、加入者または共済金受取人の詐欺または強
迫により、契約を締結した場合（共済期間の中途におい
て、中途加入した場合または共済金額を増額した場合
を含みます）には、UAゼンセン福祉共済互助会ならび
にこくみん共済 coop は、当該契約を取り消すことができ
ます。
※（Ⅶ）の規定による取り消しは、契約者に対する通知
により行います。ただし、契約者の所在不明、死亡

その他の理由で契約者に通知できない場合には、
加入者または死亡共済金受取人に対する通知によ
り行うことができます。
※�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 
coop は、（Ⅶ）の規定により、契約を取り消した場合
には、共済掛金を返還しません。また、既に支払わ
れた共済金および諸返戻金等の返還を請求しま
す。

Ⅷ加入者による契約の解除請求について
⑴� �加入者が契約者以外の方である場合において、つ
ぎのいずれかに該当するときは、その加入者は、契
約者に対し契約（その加入者にかかる部分に限りま
す）を解除することを求めることができます。
①契約者または共済金受取人に、Ⅰ-Ⅵ-⑴の①ま
たは②のいずれかに該当する行為があったとき。
②契約者または共済金受取人が、Ⅰ-Ⅵ -⑴の③に
該当するとき。
③契約者または共済金受取人が、加入者に対する
信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重
大な事由を生じさせたとき。
④契約者と加入者との間の親族関係の終了その
他UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん
共済 coop が定める事由により、この契約の加入
者となることについて同意した事情に著しい変更
があったとき。

⑵� �契約者は、（1）のいずれかに該当する場合におい
て、加入者から（1）に規定する解除請求があったと
きは、UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん
共済 coop に対する通知により、契約を解除しなけ
ればなりません。

⑶� �加入者は、⑴の①から④のいずれかに該当する場
合で、かつ、契約者が解除請求に応じないときは、
UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 
coop の定める方法により、UAゼンセン福祉共済互
助会ならびにこくみん共済 coop に対し契約を解除
することを求めることができます。

⑷ ��UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 
coop は、⑶に規定する解除請求を受けた場合は、
将来に向かって契約を解除することができます。

⑸ �⑷の規定により契約が解除された場合には、UAゼ
ンセンならびにこくみん共済 coop は、契約者の住
所にあてて、その旨を書面により通知します。

Ⅸ共済金をお支払いできない場合について
⑴�契約者、加入者、共済金受取人の故意または重大
な過失、契約者の犯罪行為により支払事由が発生
し、UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop が共済金の支払いを適当でないと判断し
たとき。
⑵��加入者が加入日（保障開始日）または更新日（増額
の場合）から1年以内に自殺したとき、または自殺行
為により重度障がいとなったとき。ただし、つぎに記
載の金額部分に限り、共済金をお支払いします。
①死亡共済金
■標準型
㋐新規加入の場合は、加入共済金額の50％また
は300万円のいずれか低い金額をお支払いし

109



Ⅺ�共済金の不法取得目的による無効に
ついて
UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop は、契約者が共済金を不法に取得する目的
または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって
契約の締結をした場合には、その契約を無効とし、共
済掛金を返還しません。また、既に支払われた共済金
および諸返戻金等の返還を請求します。

Ⅻ契約の消滅について
⑴ �加入者が死亡した場合はそのときをもって、重度障害
共済金が支払われた場合には重度障害となったとき
をもって、当該加入者にかかる共済契約は消滅します。

⑵ �⑴の規定により消滅する契約が契約者を加入者と
する契約である場合は、契約者の配偶者または子
どもを加入者とする契約については、つぎの事由ご
とに、それぞれに規定する日を限度として継続させ
ることができます。
①死亡
 �契約者である加入者が死亡した日の属する共済
期間の満了日
②重度障害
 �重度障害共済金が支払われた日の属する共済
期間の満了日

�契約内容に関する届け出について
契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、
遅滞なくUAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみ
ん共済 coop の定める書式により、所属組合経由で共
済事業局に提出してください。
⑴契約者の氏名・住所・電話番号。
⑵加入者の氏名。
⑶�死亡共済金受取人・指定代理請求人の氏名が変
更されたとき（Ⅰ-Ⅳ-（4）により、加入者が死亡共済金
受取人を指定または変更された場合など）。
⑷�契約者がⅠ-Ⅰ-1「加入できる方」の範囲外になったとき。
⑸�加入者がⅠ-Ⅰ-1「加入できる方」の範囲外になったとき。

�指定代理請求人について
⑴�指定代理請求人が指定されている契約において、
契約者が共済金等を請求できないつぎの①から③
のいずれかの特別な事情がある場合には、指定代
理請求人が所定の書類を提出して、共済金等を請
求することができます。
①共済金等の請求を行う意思表示が困難であると
UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop が認めたとき。
②治療上の都合により、UAゼンセン福祉共済互助
会ならびにこくみん共済 coop が認める傷病名に
ついて告知を受けていないとき、または余命の告
知を受けていないとき。
③その他①および②に準じる状態であるとUA
ゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop が認めたとき。

⑵ �⑴の共済金等の請求を行う場合、所定の書類を提
出して、指定代理請求人を１人に限り、つぎの①か
ら④のいずれかの範囲内から指定または変更する

ことができます。
 ①契約者の配偶者
 ②契約者の直系血族
 ③契約者の兄弟姉妹
 ④�契約者と同居し、または契約者と生計を一にする
契約者の３親等以内の親族

⑶�契約者に共済金等を請求できない⑴に定める特別な
事情があり、かつ、つぎの①から③のいずれかをみたす
場合には、代理請求人が所定の書類を提出して、UA
ゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 coop の
承諾を得て、共済金等を請求することができます。
①指定代理請求人が共済金等請求時にUAゼンセ
ン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 coop の
定める代理人となりうる方の範囲外であるとき。
②指定代理請求人が指定されていないとき（指定代
理請求人の指定が撤回されている場合、または指
定代理請求人が死亡している場合を含みます）。
③指定代理請求人に共済金等を請求できない特別
な事情があるとき（なお、「特別な事情」とは、共済金
等の請求を行う意思表示が困難であるとUAゼンセン
福祉共済互助会ならびにこくみん共済 coop が認めた
ときをいいます。以下、（4）において同じです）。

⑷ �⑶の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、
請求時においてつぎの①または②のいずれかの方
であることを要します。
①契約者と同居し、または契約者と生計を一にする
契約者の配偶者。
②に規定する方がいない場合、または①に規定す
る方に共済金等を請求できない特別な事情があ
る場合には、契約者と同居し、または契約者と生
計を一にする契約者の3親等内の親族。

⑸ �⑴～⑷までの規定にかかわらず、つぎの①から③
のいずれかに該当する場合には、指定代理請求人
または代理請求人は共済金等を請求することがで
きません。
①契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代
理権または同意権が付与されている登記があるとき。
②指定代理請求人または代理請求人が、故意また
は重大な過失により、支払事由を生じさせたとき。
③指定代理請求人または代理請求人が、故意また
は重大な過失により、契約者を（1）の①または③
の状態に該当させたとき。

⑹�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共
済 coop は、⑴から⑸までの規定により共済金等を
指定代理請求人または代理請求人に支払った場
合には、その後重複して当該共済金等の請求を受
けても、共済金等を支払いません。

�規約および細則の変更について
⑴�UAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 
coop は、共済期間中であっても、法令等の改正ま
たは社会経済情勢の変化その他の事情により、契
約内容とする規約および細則を変更する必要が生
じた場合等には、民法（明治29年4月27日法律第89
号）第548条の4（定型約款の変更）にもとづき、支払
事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を
変更することができます。ただし、当該契約内容の
変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎

の変更を伴わないものに限ります。
⑵ �⑴の場合には、UAゼンセン福祉共済互助会ならび
にこくみん共済 coop は、規約および細則を変更す

る旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期に
ついて、電磁的方法その他の適切な方法により周知し
ます。

Ⅱ.加入コース（共済金額）と掛金
生命共済制度は安全かつ合理的な運営をするため、UAゼンセン自家共済とこくみん共済 coop 団体定期生命共済と
の共同運営方式を採っています。

Ⅰ加入コース（共済金額）と掛金
■標準型 共済金額・加入コースと掛金

標
準
型

加
入
コ
ー
ス

組合員 A-3 A-6 A-10 A-15 A-20 A-25 A-30 A-35 A-40
配偶者 B-3 B-6 B-10 B-15 B-20 B-25 B-30 ー ー
子ども C-3 C-6 C-10 ー ー ー ー ー ー

共済金額
死亡・重度障がい
のとき（一時金）

300
万円

600
万円
1,000

万円
1,500

万円
2,000

万円
2,500

万円
3,000

万円
3,500

万円
4,000

万円

月
額
掛
金

組合員
・
配偶者

〜35歳 400円 600円 1,000円 1,500円 2,000円 2,500円 3,000円 3,500円 4,000円

36歳〜59歳 700円 960円 1,600円 2,400円 3,200円 4,000円 4,800円 5,600円 6,400円

60歳〜64歳 700円 960円 1,600円（2,400円）（3,200円）（4,000円）（4,800円）（5,600円）（6,400円）

65歳〜70歳（2,770円）（5,250円）（8,750円）

子ども
0歳〜3歳 270円 540円 ー
4歳〜23歳 270円 540円 900円

■緩和型 共済金額・加入コースと掛金

緩
和
型

加
入
コ
ー
ス

組合員 S-2＊1 S-3 S-5 S-7＊1 S-10

配偶者 T-2＊1 T-3 T-5 ー ー

共済金額
死亡・重度障がい
のとき（一時金）

200
万円

300
万円

500
万円

700
万円
1,000

万円

月
額
掛
金

組合員
・
配偶者

〜39歳 866円 1,300円 2,000円 2,800円 4,000円
40歳〜49歳 1,066円 1,600円 2,600円 3,640円 5,200円
50歳〜59歳 1,666円 2,500円 4,100円 5,740円 8,200円
60歳〜64歳 3,200円 4,800円 8,000円 11,200円 16,000円
65歳〜70歳（3,200円）（4,800円）（8,000円）（11,200円）（16,000円）

■新規加入・増額できる年齢別の加入限度共済金額と加入限度加入コース
加入者 組合員 配偶者 子ども

加入日（保障開始日）時点の
満年齢 〜59歳 60歳〜64歳 65歳〜 〜59歳 60歳〜64歳 65歳〜 0歳〜3歳 4歳〜23歳

新規加入
増額
できる

標
準
型

共済金額 4,000万円まで 1,000万円まで
新規加入・
増額

ともに不可

3,000万円まで 1,000万円まで
新規加入・
増額

ともに不可

600万円まで 1,000万円まで
加入コース A-40まで A-10まで B-30まで B-10まで C-6まで C-10まで

緩
和
型

共済金額 1,000万円まで 500万円まで
加入不可

加入コース S-10まで T-5まで

※年齢は加入日（保障開始日）または更新日（毎年3月1日）時点の満年齢です。
※標準型：満59歳までに加入していた共済金額が1,000万円超の場合は、満64歳までに限り同額まで更新できます。
※�標準型：満65歳以降の更新可能な共済金額の上限は1,000万円です。更新時および更新以降は、共済金額の増額はできません。
※�標準型：満65歳の更新時には、特にお申し出がない限り、満64歳までご加入されていた加入コースによって、以下の自動更新の取り扱いとなります。
「A-10以上にご加入されていた方はA-10（月額掛金8,750円）へ」「A-6にご加入されていた方はA-6（月額掛金5,250円）へ」「A-3にご加入
されていた方はA-3（月額掛金2,770円）へ」
※�こくみん共済 coop 団体生命共済に加入している方が重複して生命共済に加入される場合は、加入限度額に制限がある場合がありますの
で、事前に所属の労働組合までお問い合わせください。

＊1 �S-2・T-2・S-7は、特定状態共済金支払い後の更
新時専用の加入コースのため、新規加入および
加入コース変更は対象外。

�標準型の満65歳時(3月1日更新時点)更
新について
・�満65歳の更新時には、事前に更新案内
がご自宅に送付されます。
・�満65歳以降の更新可能な共済金額の上
限は1,000万円です。
 �更新時および更新以降は、共済金額の増
額はできません。
・�満65歳の更新時には、特にお申し出が
ない限り、満64歳までご加入されていた
加入コースによって、以下の自動更新の
取扱いとなります。
「A-10・B-10」以上にご加入されていた方
は「A-10・B-10（月額掛金8,750円）」へ
「A-6・B-6」にご加入されていた方は
「A-6・B-6（月額掛金5,250円）」へ
「A-3・B-3」にご加入されていた方は
「A-3・B-3（月額掛金2,770円）」へ
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Ⅲ.共済金の請求方法と記入例
Ⅰ共済金支払請求書類一覧表について
共済金の請求に当たっては、必要な書類一式を所属組合経由で共済事業局に提出してください。請求に必要な書
類は、以下一覧表に記載の通りです。記入例は、「Ⅱ請求書類の記入例について」を参照してください。
各請求書は、「付録」から必要に応じてコピーをとって使用してください（未掲載書類は所属組合に問い合わせしてく
ださい）。
「福祉共済会」の会員の方は、共済事業局に請求してください。

1.死亡共済金・重度障害共済金・特定状態共済金の請求
共済金請求書類

提出書類

請求事由

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （10） （11） （12）（13）（14）

生
命
共
済 

共
済
金
支
払
請
求
書

生
命
共
済 

特
定
状
態
共
済
金
支
払
請
求
書

死
亡
診
断
書（
死
体
検
案
書
）

重
度
障
害
診
断
書

特
定
状
態
診
断
書
兼
参
考
意
見
書

戸
籍
謄
本（
全
部
事
項
証
明
書
・
発
行
後
3
ヵ
月
以
内
）

 

※
必
須
対
象
者
：
加
入
者
・
共
済
金
受
取
人
・
そ
の
他
は
注
参
照

印
鑑
登
録
証
明
書（
発
行
後
3
ヵ
月
以
内
の
原
本
）

 

※
必
須
対
象
者
：
共
済
金
受
取
人
・
そ
の
他
は
注
参
照

個
人
情
報（
要
配
慮
個
人
情
報
含
む
）の
取
得
・
提
供
に
関
す
る
同
意
書

特
定
状
態
共
済
金
の
請
求
お
よ
び
受
領
に
関
す
る
同
意
書

委
任
状

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）の
確
認
書
類

 

※
必
須
対
象
者
：
契
約
者
本
人
・
共
済
金
受
取
人

 

※
専
用
封
筒（
組
立
式
）に
封
入
し
提
出

脱
退
届

出
資
金
返
戻
請
求
書

そ
の
他
の
必
要
書
類

原本 原本 原本 原本 原本 写し可 原本 原本 原本 原本 写し可 原本 原本

（注1）（注1）（注2） （注3）（注1）�（注4）（注1）（注1）
（注1）�
（注4） （注5） （注1）�

（注6）
（注1）�
（注6）（注7）

死亡共済金 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 △ △ △

重度障害
共済金 〇 〇 〇 〇 △ △ △

特定状態
共済金 〇 〇 〇 〇 〇 △

※�状況に応じて、本項記載以外の書類のご提出が必要とな
る場合もあります。
※�上表中（１）（２）（３）（４）（５）（８）（９）（10）（11）（12）（13）はUA

ゼンセン福祉共済互助会もしくはこくみん共済 coop の所
定の用紙を提出してください。

（注1）�共済金受取人が法律行為を行えない場合で、法定代

Ⅱ生命移行共済による保障の継続について　※標準型のみ
生命共済標準型の70歳年齢満了後も保障が必要な方は、「生命移行共済」に加入すれば満80歳までの保障継続が
可能です。

※

生命共済
標準型 生命移行共済生命移行共済

加入 満70歳終了 最高満80歳

※３月１日更新日時点で満70歳に達した後の最初に到来する2月末日

1.生命移行共済について
「生命移行共済（正式名称：こくみん共済 coop 新離退職者団体生命共済）」とは、生命共済 標準型の年齢満了後
に引き続きご加入いただける保障制度です。
加入希望者は、生命共済 標準型の年齢満了による脱退日（3月1日更新時満70歳に達した後に最初に到来する2月
末日）の翌日3月1日付で、その健康状態にかかわらず所定内の加入コース（下表参照）に加入でき、最高満80歳まで
保障を継続できます。

2.案内について
標準型の組合員加入コースおよび配偶者加入コースの年齢満了（2月末日）となる直前の11月に、「年齢満了のお知らせ」
とあわせて移行手続きのご案内（生命移行共済加入申込書を含む。申込締切：12月中旬）がこくみん共済 coop から
ご自宅に送付されます。

生命共済年齢満了時
加入コース 共済金額

生命共済の年齢満了時加入コースの共済金額の
50％以下（A-3、B-3は100％以下）

生命移行共済
加入コース 共済金額 月額掛金

71歳〜80歳

A-10、B-10 1,000万円 L-5 500万円 17,850円

A-6、B-6 600万円 L-4 400万円 14,280円

A-3、B-3 300万円 L-3 300万円 10,710円

L-2 200万円 7,140円

L-1 100万円 3,570円

※�表記の月額掛金額は2025年10月1日時点での予定掛金額となります。今後、基礎率等に変動があった場合、月額掛金および
共済金額が変更となる可能性がございます。
※�保障は最高満80歳までご継続いただくことが可能ですが、共済金額等を制限させていただく場合がございます。

「生命移行共済」に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

こくみん共済 coop （共済インフォメーションセンター）

0120-01-6031
受付時間：平日9:00〜17：00
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理人（親権者や後見人等）が請求手続きを行う場合は、
当該法定代理人の実印を捺印してください。この場合、
当該法定代理人の「印鑑登録証明書」を提出してい
ただきます（共済金受取人の「印鑑登録証明書」は不
要）。

（注2）�加入日（保障開始日）・加入コースの増額変更日から2
年経過後の死亡、もしくは、死亡原因が自殺または事
故死亡であることが明らかな場合は、他の保険会社ま
たは他の共済事業等の「死亡診断書（死体検案書）」
の写しでも可です。

（注3）①�加入者の死亡日の記載があるものが必要です。
②加入者が外国人の場合は、「戸籍謄本」に代えて
「住民票の除票」や「登録原票記載事項証明書」
の死亡日の記載があるもの（写し可）が必要となり
ます。
③加入者の婚姻や離婚、転籍または戸籍の改製等に
より、戸籍が複数に分かれて存在する場合がありま
す。共済金受取人の続柄によっては、最新の戸籍
のみでは共済金受取人が特定できず、「改製原戸
籍謄本」等（婚姻・離婚・転籍・改製等の前の戸籍）
も必要となる場合があります。
④共済金受取人が未成年者の場合は、共済金受取
人の戸籍とともに親権者または未成年後見人であ
ることが確認できる公的書類が必要です。​（例：親
権者または未成年後見人の氏名の記載された当
該未成年者の戸籍のコピー／家庭裁判所が発行
する未成年後見人選任の審判書のコピー）
⑤�共済金受取人が成年被後見人の場合は、共済金
受取人の戸籍とともに成年被後見人であることが
確認できる公的書類が必要です。​（例：法務局が発
行する「登記事項証明書」）
⑥�共済金受取人が外国人の場合は、「戸籍謄本」に
代えて「住民票」や「外国人登録原票」（写し可）
等が必要となります。

（注4）①「�（10）委任状」の提出が必要な場合は、委任者全
員の「印鑑登録証明書」も必要となります。

②同順位の共済金受取人が複数いる場合は、原則と
して、共済金の請求手続きを行う代表受取人１名
を決めていただき、当該代表受取人から共済金を
請求いただきます。この場合、「（10）委任状」に同
順位の共済金受取人全員の署名と実印の捺印が
必要です。
③共済金受取人が法律行為を行えない場合で、法
定代理人（親権者や後見人等）が請求手続きを行
う場合は、当該法定代理人の署名（共済金受取人
の氏名も併記）・実印の捺印、「印鑑登録証明書」
が必要となります。

（注5）�マイナンバーの確認書類は、所定の「マイナンバー（個
人番号）確認書類専用封筒（組立式）」に封入し、封
をしたうえ提出してください。

（注6）�契約者兼加入者の契約で、契約者が死亡した場合ま
たは重度障害共済金が支払われる場合で、契約者
以外の加入者がいる場合には「脱退届」および「出
資金返戻請求書」を提出してください。配偶者も加入
していて保障継続を希望される場合は、同時にUAゼ
ンセン福祉共済会会員になり加入申込の手続き（同額
以下共済金額・告知不要、新規加入手続きと同じ）が
必要です。

（注7）�①�共済金受取人が内縁の配偶者の場合は、双方の
戸籍に加えて、内縁関係であること 夫（未届）・妻（未
届）が記載された「住民票」（写し可）の提出が必
要です。住民票に内縁関係であることが記載され
ていない場合は、「住民票」と民生委員発行の「事
実婚証明書」もしくは「内縁関係証明書」（いずれ
も写し可）等を提出していただきます。
②共済金受取人が行方不明の場合で、不在者財産
管理人が選任されている場合には、当該不在者財
産管理人から請求いただけます。この場合、「不在
者財産管理人選任の審判書」（写し可）および「不
在者財産管理人の印鑑登録証明書」が必要となり
ます。

＜その他留意点＞
⑴�契約者兼加入者の契約において、契約者の死亡の当時
に規約に定める死亡共済金受取人が存在しない場合
①契約者に相続人がいる場合は当該相続人に死亡共
済金を支払います。この場合、「規約に定める死亡共
済金受取人が存在しないことが確認できる戸籍謄本」
および「相続人を特定するための公的書類（戸籍謄
本や法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議
書等）」が必要です。また、相続人が複数名いる場合
は「（10）委任状」も必要です。
②契約者に相続人も存在しない場合は、死亡共済金は
支払いません。ただし、葬儀がおこなわれた場合には、
その葬儀執行者に死亡共済金の範囲内で葬儀費用
（債務控除対象内費用）を支払います。この場合、「規
約に定める死亡共済金受取人および法定相続人が
存在しないことが確認できる戸籍謄本（法定相続情報
一覧図含む）」および「葬儀執行者の印鑑登録証明
書」および「葬儀費用・葬儀に関する諸経費の明細（写
し可）と領収書（写し可）」が必要です。

⑵�代理請求人による共済金の請求
�①�契約者に「特別な事情（契約者が認知症のため意思
疎通ができない、契約者本人にがん等の病名告知が
されていない等）」があるために、契約者が共済金を
請求できない場合​「代理請求人（下記❶または❷に該
当する人物）」が契約者に代わって請求手続きを行う
ことができます。
 ​❶�契約者と同居し、または契約者と生計を一にする契

約者の配偶者
 ​❷�上記❶に規定する者がいない場合、または❶に規
定する者に共済金等を請求できない特別な事情が
ある場合には、契約者と同居し、または契約者と生
計を一にする契約者の３親等内の親族

②「代理請求人」から請求手続きを行う場合には、各共
済金請求の提出書類に加えて、以下の書類の提出が
必要です。ただし、下記❺については、共済金請求の
ために提出される「重度障害診断書」等によって請求
意思能力がないと確認できる場合には省略できます。
共済金の振込先口座は、契約者名義の口座を指定し
ていただきます。​なお、契約者に「共済金等の請求に
関する代理権または同意権が付与されている代理人」
が既に存在する場合には上記「代理請求人」から請
求していただくことはできません。その場合は、当該代
理人から請求していただきます。
 ​❶契約者の「戸籍謄本」
 ​❷代理請求人の「戸籍謄本」

​ ❸代理請求人の「印鑑登録証明書」
​ ❹�代理請求人の「住民票」（同居を要件としない場合
には不要）​

 ❺�契約者が共済金等を請求できない特別な事情があ
ることを証明する書類​

 ❻�契約者の代理人に共済金等の請求に関する代理
権または同意権が付与されている登記がないことを
証明する書類（法務局から発行される「登記されて
いないことの証明書」や、市区町村役所から発行さ
れる「身分証明書」等）

⑶�成年である死亡共済金受取人（契約者を除く）が法律行
為を行えない場合
成年である死亡共済金受取人が「意思表示が困難で
ある状態」にあるため死亡共済金等の請求や受領等
の法律行為が行えず、かつ、成年後見制度の適用を
受けていない場合において、死亡共済金受取人の戸
籍上の配偶者または成年であって二親等以内の血族
に限り、請求代行人として請求手続きの代行を認めて
います。この場合、各共済金請求の提出書類に加えて、
以下の書類の提出が必要です。共済金の振込先口座
は、死亡共済金受取人名義の口座を指定していただき
ます。​なお、死亡共済金受取人が契約者である場合
には、上記２．の「代理請求人」を確認してください。​ま
た、死亡共済金受取人に「共済金等の請求に関する
代理権または同意権が付与されている代理人」が既
に存在する場合には請求手続きを代行いただくことは
できません。その場合は、当該代理人から請求してい
ただきます。
❶�死亡共済金受取人と請求代行人の続柄を証明する公
的書類（「戸籍謄本」等）
​❷�請求代行人の「印鑑登録証明書」
​❸�死亡共済金受取人が死亡共済金を請求できない特別
な事情があることを証明する書類
​❹�死亡共済金受取人に「成年後見人がいないこと」を証
明する公的書類（法務局から発行される「登記されて
いないことの証明書」や、市区町村役所から発行される
「身分証明書」等）
​❺「誓約書」（請求手続き代行届出書：所属組合経由で
共済事業局に請求してください）

2.�死亡共済金および重度障害共済金の年金（分
割）形式の受け取り移行
死亡共済金および重度障害共済金が支払われた日か
ら1ヵ月以内に、その額の50％までを上限に、こくみん共
済 coop の「個人年金共済・共済金の年金払い特則
付帯」の一時払い掛金に充当することで、共済金を年
金（分割）形式の受け取りに移行することができます。
本移行については、組合員および配偶者のA-6および
B-6以上の加入コース、かつ、共済金受取人の年齢が
移行日（年金開始日）時点で満75歳以下の場合が対
象となります。

3.特定状態共済金の請求
�特定状態共済金は、加入者の余命が6ヵ月以内と診断
されているという事実を事前に確認する必要があります。
事由が発生した場合には、所定の診断書等をお送り
いたします。

4.マイナンバーの確認書類
�2016年1月からマイナンバー法（「行政手続きにおける
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律」）が施行され、税務署に提出する支払調書に支
払先のマイナンバー（個人番号）を記載することが義
務づけられました。このため、生命共済における「死
亡共済金」の請求時には、共済金受取人等のマイナ
ンバー（個人番号）を申告していただくことが必要となり
ます。
�なお、提出いただいたマイナンバー（個人番号）は、共
済金等に関する支払調書作成事務のみに利用し、そ
れ以外の目的には利用いたしません。また、提出いた
だいたマイナンバー（個人番号）は支払調書作成事務
で利用しなくなった場合には、法令に基づきすみやか
に廃棄または削除いたします。
⑴�マイナンバー（個人番号）確認書類の提出が必要な
ケース
　①死亡共済金の受取人が契約者本人の場合
　 契約者本人のマイナンバー（個人番号）確認書類
　②死亡共済金の受取人が契約者本人以外の場合
　� �契約者本人および共済金受取人のマイナンバー
（個人番号）確認書類

⑵�マイナンバー（個人番号）確認書類（以下3点のいず
れかの写し）
①「マイナンバーカード（個人番号カード）」（有効期
限内のもの）:表裏両面の写し
②「通知カード」（記載事項に変更がないもの）:裏
面記載のあるものは裏面の写しも必要
③「マイナンバーの記載がある住民票または住民票
記載事項証明書」（発行後３ヵ月以内のもの）:原
本でも可

⑶マイナンバー（個人番号）確認書類の提出方法
　��マイナンバー（個人番号）確認書類は、所定の「マイ
ナンバー（個人番号）確認書類専用封筒（組立式）」
に封入し、封をしたうえ提出してください。
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5.加入者と同一人である契約者（組合員）が死亡した場合の死亡共済金受取人と必要な戸籍謄本

■「死亡共済金受取人確認フロー図」 死亡共済金受取人をご確認のうえ必要な戸籍謄本をご提出願います。

■必要な戸籍謄本 早見表 ご確認のうえ、必要な戸籍謄本をご提出願います。

死亡共済金受取人
必要な戸籍謄本（戸籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本）
「ア」で「イ」や「ウ」も確認できる場合等は1通で結構です。
受取人順位・順序確定のために、以下記載以外の戸籍謄本のご提出をお願いする場合もあります。

①指定受取人 ア．  被共済者の死亡日が記載されている戸籍謄本
イ．  共済金受取人の現在の戸籍謄本

②契約者 ア．  被共済者の死亡日が記載されている戸籍謄本
イ．  契約者（組合員）の現在の戸籍謄本

③配偶者 ア．  契約者（組合員）の死亡日が記載されている戸籍謄本
イ．  配偶者の現在の戸籍謄本

④契約者の子
ア．  契約者（組合員）の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
イ．  アに記載のある契約者の子（養子を含む）全員の現在の戸籍謄本※　
※ 死亡されている子（養子を含む）がいる場合は当該死亡日記載のある戸籍謄本も必要。

⑤契約者の父母
ア．  契約者（組合員）の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
イ．  契約者の子（養子を含む）が死亡されている場合は死亡日記載のある戸籍謄本
ウ．  アに記載のある契約者の父母（養父母を含む）全員の現在の戸籍謄本※
※ 死亡されている父母（養父母を含む）がいる場合は当該死亡日記載のある戸籍謄本も必要。

⑥契約者の孫

ア．  契約者（組合員）の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
イ．  アに記載のある契約者の子（養子を含む）全員の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
ウ．  アに記載のある契約者の父母（養父母を含む）の死亡日記載のある戸籍謄本
エ．  イに記載のある契約者の孫（養子の子※1（養子を含む）を含む）全員の現在の戸籍謄本※2
※1 対象となる養子の子は、養子縁組後の出生子に限る。
※2 死亡されている孫（養子の子を含む）がいる場合は当該死亡日記載のある戸籍謄本も必要。

⑦契約者の祖父母

ア．  契約者（組合員）の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
イ．  アに契約者の子（養子を含む）の記載がある場合は全員の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
ウ．  アに記載のある契約者の父母（養父母を含む）全員の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
エ．  �イに契約者の孫（養子の子（養子を含む）を含む）の記載がある場合は全員の死亡日記載のある
戸籍謄本

オ．  ア・ウに記載のある契約者の祖父母（養父母の父母（養父母を含む）を含む）全員の現在の戸籍謄本※
※ 死亡されている祖父母（養父母の父母（養父母を含む）を含む）がいる場合は当該死亡日記載のある戸籍謄本も必要。

⑧契約者の兄弟姉妹

ア．  契約者（組合員）の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
イ．  アに契約者の子（養子を含む）の記載がある場合は全員の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
ウ．  アに記載のある契約者の父母（養父母を含む）全員の出生から死亡までの全期間の戸籍謄本
エ．  �イに契約者の孫（養子の子（養子を含む）を含む）の記載がある場合は全員の死亡日記載のある
戸籍謄本

オ．  �ア・ウに記載のある契約者の祖父母（養父母の父母（養父母を含む）を含む）全員の死亡日記載のあ
る戸籍謄本

カ．  �ア・ウに記載のある契約者の兄弟姉妹（実父母の養子、養父母・異父母の子（養子含む））全員の現在
の戸籍謄本※　

※ �死亡されている兄弟姉妹（実父母の養子、養父母・異父母の子（養子を含む））がいる場合は当該死亡日記載のある戸
籍謄本も必要。

④〜⑧配偶者の子〜
兄弟姉妹の場合

上記の④〜⑧に準じた戸籍謄本とともに、受取人順位の上位者がいないことを確認できる戸籍謄本
も必要。

【出生から死亡までの全期間の戸籍謄本の提出が必要な場合】さかのぼって途切れないよう取得願います。
●�改製等で新たに作成された戸籍には、改製前に結婚や離婚、死亡等によって既に除籍された方の情報は含まれません。
そのため、改製等があった場合はそれより前の戸籍謄本（改製原戸籍謄本）を提出していただくことが必要となります。
【例】⼾籍謄本が4種類必要となる場合

出生 死亡転籍 結婚 平成6年⼾籍改製

⼾籍① 改製原⼾籍謄本 ⼾籍② 改製原⼾籍謄本 ⼾籍③ 改製原⼾籍謄本 ⼾籍④

⼾籍謄本

●�2024年3⽉1⽇の⼾籍法改正により⼾籍謄本の広域交付が可能となり、本籍地が遠⽅でも、お住まいや勤務地の最寄
りの市区町村役場窓⼝で⼾籍謄本を取得できるようになりました。ただし、広域交付の対象外の⼾籍謄本もありますの
で、⼾籍謄本の取得に際しては、最寄りの市区町村窓⼝にご相談ください。

●�相続放棄をされた方がいても受取人順位・順序に影響は
生じません。
●民法上の法定相続順位とは異なります。
※１ �死亡共済金受取人指定の有無が不明な場合は、ＵＡゼンセン共済事
業局までお問い合せください。

※２� �配偶者には、内縁関係にある方を含みます。ただし、双方に戸籍上の
配偶者がいない場合に限ります。

※３ �生計維持とは：契約者の死亡当時、その契約者の収入により日々の消
費生活の全部またはその一部を営んでおり、契約者の収入がなけれ
ば通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態で
あった場合をいいます。

NO

死亡共済金受取人指定※1がされている

次頁表① 指定受取人YES

NO

契約者の“子”がいる

次頁表④ 契約者の子YES

NO

契約者の“父母”がいる

次頁表⑤ 契約者の父母YES

NO

契約者の“孫”がいる

次頁表⑥ 契約者の孫YES

NO

契約者の“祖父母”がいる

次頁表⑦ 契約者の祖父母YES

NO

契約者の“兄弟姉妹”がいる

次頁表⑧ 契約者の兄弟姉妹YES

NO

契約者の“配偶者の子”がいる

次頁表④ 配偶者の子YES

NO

契約者の“配偶者の父母”がいる

次頁表⑤ 配偶者の父母YES

NO

契約者の“配偶者の孫”がいる

次頁表⑥ 配偶者の孫YES

NO

契約者の“配偶者の祖父母”がいる

次頁表⑦ 配偶者の祖父母YES

NO

契約者の“配偶者の兄弟姉妹”がいる

次頁表⑧ 配偶者の兄弟姉妹YES

個別検討

NO

契約者と被共済者が違う

次頁表② 契約者YES

NO

契約者の“配偶者※2”がいる

次頁表③ 配偶者YES

NO

契約者と生計維持※3の“子”がいる

次頁表④ 契約者の子YES

NO

契約者と生計維持の“父母”がいる

次頁表⑤ 契約者の父母YES

NO

契約者と生計維持の“孫”がいる

次頁表⑥ 契約者の孫YES

NO

契約者と生計維持の“祖父母”がいる

次頁表⑦ 契約者の祖父母YES

NO

契約者と生計維持の“配偶者の子”がいる

次頁表④ 配偶者の子YES

NO

契約者と生計維持の“配偶者の父母”がいる

次頁表⑤ 配偶者の父母YES

NO

契約者と生計維持の“配偶者の孫”がいる

次頁表⑥ 配偶者の孫YES

NO

契約者と生計維持の“配偶者の祖父母”がいる

次頁表⑦ 配偶者の祖父母YES

NO

契約者と生計維持の“配偶者の兄弟姉妹”がいる

次頁表⑧ 配偶者の兄弟姉妹YES

NO

契約者と生計維持の“兄弟姉妹”がいる

次頁表⑧ 契約者の兄弟姉妹YES

NO
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2生命共済 特定状態共済金支払請求書 �

Ⅱ請求書類の記入例について
●�各種請求書類のご記入に際しては、黒ボールペン（消せるボールペンは不可）をご使用ください。また、ご捺印
に際して実印欄には実印（その他の捺印欄は認印（シャチハタ不可）で可）をご捺印願います。

1生命共済 共済金支払請求書 �
所定の用紙となります。
�共済金受取人の捺印欄には、共済金受取人の実印を押印ください。

契約者名（フリガ
ナ）、生年月日、共
済加入者番号、所
属組合、コードを
記入してください

死亡、重度障害の
いずれかに○印を
してください

今回死亡もしくは
重度障害になられ
た方の氏名（フリ
ガナ）、生年月日、
性別、勤務先、契
約者との続柄を記
入してください

●�共済金受取人
の氏名（フリガ
ナ）、契約者との
続柄、連絡先、
住所（フリガナ）
を記入してくだ
さい
●�請求印欄には、
受取人の実印
を捺印してくだ
さい
 �契約者の死亡
以外は契約者
が原則受取人と
なります
●�共済金の受取
人が未成年の
場合は、共済金
の受取人名とは
別に、必ず親権
者（後見人）名
を記入してくだ
さい
 �請求印は、親権
者（後見人）の
実印を捺印して
ください

共済金受取人の
方の共済金振込
口座情報を記入し
てください

本書に記入した日
付を記入してくだ
さい

契約者名（フリガ
ナ）、生年月日、共
済加入者番号、所
属組合、コードを
記入してください

特定状態共済金の
給付額は被共済者
の加入コースに応
じて異なります。
詳細はⅠ-Ⅲ-1-⑶を
参照してください

今回、特定状態に
なられた方の氏名
（フリガナ）、生年
月日、性別、勤務
先、契約者との続
柄、連絡先、住所
（フリガナ）、実印、
共済金振込口座
情報を記入・捺印
してください

本書に記入した日
付を記入してくだ
さい

共済 太郎

共済 太郎

共済 花子

共済 花子

キョウサイ タロウ

キョウサイ タロウ

キョウサイ ハナコ

キョウサイ ハナコ

20XX 7 1

19XX　11　1

19XX　11　1

0 0 0 1 2 3 4 5 6 0

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0

1 0 0 1 1 1 1

市ヶ谷労組 東京支部

市ヶ谷㈱03-3288-3533

千代田 九段南4-8-19

UAZ 九段南

102 8274

03

　3288　3708

実
印

チヨダク      クダンミナミ 4-8-19

共済 太郎

共済 太郎

共済 太郎

共済 太郎

本人

UAZ 九段南

キョウサイ タロウ

キョウサイ タロウ

キョウサイ タロウ

キョウサイ タロウ

チヨダク      クダンミナミ 4-8-19

20XX 3 1

19XX　10　1

19XX　10　1

0 0 0 1 2 3 4 5 6 0

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 1 1 1 1

市ヶ谷労組 東京支部

市ヶ谷㈱ 03-3288-3533

千代田 九段南4-8-19
102 8274

03　3288　3533

実
印
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4重度障害診断書 �

医師に記入していただきます。
※必ず4ページ1組でご提出ください。（コピーして使用する場合は、両面印刷２枚・面印刷4枚のどちらでも可）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜記入上の注意＞ 
◆注意書きがある場合を除き、症状固定日時点における障害についてご記入をお願いいたします。 
◆１ページ目の１・２および４ページ目の３・４は必ずご記入をお願いいたします。その他の欄は、患者様に該当する障害部位に応じて、ご記入をお願いいたします。 
◆＊「労働能力」とは、一般的な平均的労働能力を言い、年齢、職種、利き腕、知識、経験等の職業的、能力的諸条件は考慮しません。 

重度障害診断書 

（後遺障害診断書） 

U A ゼ ン セ ン 福 祉 共 済 互 助 会 

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済 coop） 

１１  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

２２  

 
  

３３  

 

４４  

3死亡診断書（死体検案書）�

医師に記入していただきます。
�次に該当する場合に限り、所定の用紙以外の診断書（検案書）写しでも認めます。
●�保障開始日（更新日）より2年以上経過後の死亡の場合
●�死亡原因が自殺または事故死亡であることが明らかな場合
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6個人情報（要配慮個人情報含む）の取得・提供に関する同意書 �

重度障害共済金または特定状態共済金の請求の場合、契約の保障開始日より2年以内の請求の場合または審査上病
院の調査が必要な場合は「個人情報（要配慮個人情報含む）の取得・提供に関する同意書」の提出が必要となります。

共済太郎

共済花子 妻

20XX 4 10

35　 7　14

千代田区九段南4-8-19

共
済

共
済

5特定状態診断書兼参考意見書 �

医師に記入していただきます。
※必ず2ページ1組でご提出ください。（コピーして使用する場合は、両面印刷1枚・片面印刷2枚のどちらでも可）

 
 
 
 
 
 
  

１１  

 

U A ゼ ン セ ン 福 祉 共 済 互 助 会 

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済 coop） 
 

特定状態診断書兼参考意見書 

 

２２  

特定状態診断書兼参考意見書の記入にあたって 

この特定状態診断書兼参考意見書は、特定状態共済金のご請求に際して、お支払い事由に該当するか否かを確認させていただく

ための基礎資料となるため、各項目の情報が必須となります。 

したがって、先生におかれましては、診断書の各項目をもれなくご記入いただくとともに、余命診断の参考になるとお考えにな

られる事項については、詳細かつ具体的にご記入くださいますようお願いいたします。 

 なお、ご記入にあたり、何かご不明な点、ご質問等がございましたら、誠に恐れ入りますが、下記までご連絡いただきますよう

お願い申し上げます。 記入欄下に記載さ
れている二つの項
目を参照の上、記
入・捺印（シャチ
ハタ不可）してく
ださい

契約者と重度障が
いになられた、ま
たは死亡された方
が異なる場合の
み、契約者が契約
者名、生年月日、
契約者印（シャチ
ハタ不可）を署名・
捺印してください
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8委任状 �

�死亡に伴う共済金の請求で、受取人（請求者）と同一順位（Ⅰ-Ⅳを参照）の受取人が、複数いる場合には、代表受取
人を決めていただきます。死亡共済金の請求・受領に関わる手続きを委任していただいた代表受取人に共済金をお
支払いします。
委任状が取れない受取人がいた場合は、その受取人の受け取り分共済金の支払いは保留となります。

共済二郎

共済太郎

5,000,000
共済太郎

鈴木百合子

斉藤優子

実
印

実
印

実
印

東京都港区芝2-20-12

東京都立川市曙町1-12-20

千葉県中央区千葉港4-4

20XX 4 25

20△△ 4 25
20△△ 4 25

東京都港区芝2-20-12
共済一郎 実

印

7特定状態共済金の請求および受領に関する同意書 �

共済太郎

20XX 4 10

千代田区九段南4-8-19
共
済

代表受取人と同一
順位の受取人全員
が住所、氏名、実印
を署名・捺印して
ください

代表受取人が代表
受取人の住所、氏
名、実印を署名・
捺印してください

契約者名、生年月
日、被共済者、生年
月日、共済金額を
記入してください

契約者が住所、氏
名、契約者印（シャ
チハタ不可）を署
名・捺印してくだ
さい

本書に記入した日
付を記入してくだ
さい
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⓾脱退届 �

東京都千代田

チヨダク クダンミナミ 4-8-19

0 0 1 2 3 4 5 6 7 0

××0 5 0 1

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0

5 3 0 7 1 4

市ヶ谷 東京

1 0 2 8 2 7 4

03-3288-3533共済 太郎
キョウサイ タロウ

共
済

九段南4-8-19

1 2 3 4 5 6

●�加入タイプ変更の手続き
の場合は○印をつけてくだ
さい。

●�組合員本人を含む加
入者全員の脱退の場
合は「1 全部脱退」に
○印をつけてください
●�組合員本人を除く家
族の加入者の脱退の
場合は、「3 配偶者・子
どもの一部脱退」に○
印をつけて、脱退者の
氏名（フリガナ）・続柄・
脱退内容・脱退事由を
記入してください
●�加入タイプ変更の手
続きで、組合員本人が
変更する場合は、「2 
組合員本人の緩和型
もしくは標準型の一部
脱退」に○印をつけ、
脱退内容欄は「1.緩和
型のみ」、脱退事由欄は
「030.その他」に○印
をつけてください。配
偶者が変更する場合
は、「3 配偶者・子ども
の一部脱退」に○印を
つけ、脱退内容欄は
「2.緩和型のみ」、脱退
事由欄は「030.その
他」に○印をつけてく
ださい。

本書記入日、共済
加入者番号、組合
名、組合コード、組
合員氏名（フリガ
ナ）、生年月日、連
絡先、住所（フリガ
ナ ）、組 合 員 印
（シャチハタ不可）
を署名・捺印して
ください

9マイナンバー（個人番号）確認書類専用封筒（組立式）�

※組立式となっています。（コピーして使用する場合は、地紋が裏面となるように必ず両面印刷してください。）
 組み立てて、マイナンバー（個人番号）確認書類のみを封入し、封をしてご提出ください。

●裏面が地紋になっており、中身が
透けにくくなっています。

●組み立てのイメージ
専用封筒は郵便ポストに投函できません。

ナンバー（個人番号）確認書類専用封筒

共済金受取人氏名

共済事業局（03-3288-3533）までお問い合わせください。

下の方のマイナンバー（個人番号）確認書類だけを入れて封をし、他請求書類と併せてご提出願います。

てください＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【同封マイナンバー（個人番号）確認書類のチェック欄】

□ 契約者本人

共済金受取人（契約者本人と同一の場合は不要です）

共済事業にてお受付時には本封筒を開封せずに引受会社（こくみん共済 coop）に提出いたします。

⑦
の
り
し
ろ

【返信
用封筒

の活用
の仕方

】

1．山折
り線を

①→②
→③→

④の順
に山折

りしま
す。

2．一度
開き、

マイナ
ンバー

（個人
番号）

確認書
類を入

れます
。

3．⑤の
りしろ

、⑥の
りしろ

、⑦の
りしろ

の順に
、点線

内にの
りをつ

け、の
り付け

します
。

4．きち
んと封

かんさ
れてい

るかご
確認く

ださい
。

④山折り線
線 り 折 山 ①

こ
の
専
用
封
筒
は
郵
便
ポ
ス
ト
に
投
函
で
き
ま
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
専
用
封
筒

加
入
者
番
号

共
済
金
受
取
人
氏
名

こ
の
封
筒
が
間
違
わ
れ
て
ポ
ス
ト
に
投
函
さ
れ
た
時
は
U
Aゼ
ン
セ
ン
共
済
事
業
局（
03
-3
28
8-
35
33
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

こ
の
専
用
封
筒
に
は
以
下
の
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
だ
け
を
入
れ
て
封
を
し
、他
請
求
書
類
と
併
せ
て

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
必
ず
封
を
し
て
く
だ
さ
い
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

【
同
封
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
】

□
 契
約
者
本
人

□
 共
済
金
受
取
人（
契
約
者
本
人
と
同
一
の
場
合
は
不
要
で
す
）

※
U
Aゼ
ン
セ
ン
共
済
事
業
に
て
お
受
付
時
に
は
本
封
筒
を
開
封
せ
ず
に
引
受
会
社（
こ
く
み
ん
共
済
 c
oo
p）
に
提
出
い
た
し
ま
す
。

⑤のりしろ

ろ
し
り
の
⑥

ろ
し
り
の
⑥

の
順
に
山
折
り
し
ま
す
。

2．一
度
開
き
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
を
入
れ
ま
す
。

3．⑤
の
り
し
ろ
、⑥
の
り
し
ろ
、⑦
の
り
し
ろ
の
順
に
、点
線
内
に
の
り
を
つ
け
、の
り
付
け
し
ま
す
。

4．き
ち
ん
と
封
か
ん
さ
れ
て
い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
山
折
り
線

④
山
折
り
線

線
り
折
山
③

この専用封筒は郵便

マイナンバー（個人番号）

加入者番号

共済金受取人氏名

この封筒が間違われてポストに投函された時はUAゼンセン共済事業
この専用封筒には以下の方のマイナンバー（個人番号）確認書類だけを入れ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊必ず封をしてください
【同封マイナンバー（個人番号）確認書類のチェック欄】

□ 契約者本人

□ 共済金受取人（契約者本人と同一の場合は不要です）

※UAゼンセン共済事業にてお受付時には本封筒を開封せずに引受会社（こくみん共済 coop）に提出い

⑤の
りし
ろ

ろ
し
り
の
⑥

②山折り線

線り折山③

こ
の
専
用
封
筒
は
郵
便
ポ
ス
ト
に
投
函
で
き
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
専
用
封
筒

加
入
者
番
号

共
済
金
受
取
人
氏
名

ト
に
投
函
さ
れ
た
時
は
U
Aゼ
ン
セ
ン
共
済
事
業
局（
03
-3
28
8-
35
33
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

こ
の
専
用
封
筒
に
は
以
下
の
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
だ
け
を
入
れ
て
封
を
し
、他
請
求
書
類
と
併
せ
て
ご
提
出
願
い
ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
必
ず
封
を
し
て
く
だ
さ
い
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

【
同
封
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
】

□
 契
約
者
本
人

□
 共
済
金
受
取
人（
契
約
者
本
人
と
同
一
の
場
合
は
不
要
で
す
）

※
U
Aゼ
ン
セ
ン
共
済
事
業
に
て
お
受
付
時
に
は
本
封
筒
を
開
封
せ
ず
に
引
受
会
社（
こ
く
み
ん
共
済
 c
oo
p）
に
提
出
い
た
し
ま
す
。

ろ
し
り
の
⑥

⑦のりしろ

【
返
信
用
封
筒
の
活
用
の
仕
方
】

1．山
折
り
線
を
①
→
②
→
③
→
④
の
順
に
山
折
り
し
ま
す
。

2．一
度
開
き
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
を
入
れ
ま
す
。

3．⑤
の
り
し
ろ
、⑥
の
り
し
ろ
、⑦
の
り
し
ろ
の
順
に
、点
線
内
に
の
り
を
つ
け
、の
り
付
け
し
ま
す
。

4．き
ち
ん
と
封
か
ん
さ
れ
て
い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
山
折
り
線

④
山
折
り
線

線
り
折
山
①

①

②

③

④

山折り線①②③④の順に折り込み
書類を入れ
のり付け

こ
の
専
用
封
筒
は
郵
便
ポ
ス
ト
に
投
函
で
き
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
専
用
封
筒

加
入
者
番
号

共
済
金
受
取
人
氏
名

こ
の
封
筒
が
間
違
わ
れ
て
ポ
ス
ト
に
投
函
さ
れ
た
時
は
UA
ゼ
ン
セ
ン
共
済
事
業
局（
03
-3
28
8-
35
33
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

こ
の
専
用
封
筒
に
は
以
下
の
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
だ
け
を
入
れ
て
封
を
し
、他
請
求
書
類
と
併
せ
て
ご
提
出
願
い
ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
必
ず
封
を
し
て
くだ
さ
い
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

【
同
封
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
】

□
 契
約
者
本
人

□
 共
済
金
受
取
人（
契
約
者
本
人
と
同
一
の
場
合
は
不
要
で
す
）

※
UA
ゼ
ン
セ
ン
共
済
事
業
に
て
お
受
付
時
に
は
本
封
筒
を
開
封
せ
ず
に
引
受
会
社（
こ
く
み
ん
共
済
 c
oo
p）
に
提
出
い
た
し
ま
す
。

⑤のりしろ

⑥
の
り
し
ろ

⑥
の
り
し
ろ

⑦のりしろ

【
返
信
用
封
筒
の
活
用
の
仕
方
】

1．山
折
り
線
を
①
→
②
→
③
→
④
の
順
に
山
折
りし
ま
す
。

2．一
度
開
き
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
を
入
れ
ま
す
。

3．⑤
の
りし
ろ
、⑥
の
りし
ろ
、⑦
の
りし
ろ
の
順
に
、点
線
内
に
の
り
を
つ
け
、の
り
付
け
し
ま
す
。

4．き
ち
ん
と
封
か
ん
さ
れ
て
い
る
か
ご
確
認
くだ
さ
い
。

②
山
折
り
線

④
山
折
り
線

①山折り線

③山折り線

●【返信用封筒の活用の仕方】に沿って組み立てて
ご使用ください。

共
済
 太
郎

00
12
34
56
70
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�海外渡航届兼委任状���������������������������������

共済太郎

共済太郎

共済太郎

キョウサイ  タロウ

キョウサイ  タロウ

チヨダク クダンミナミ

記入不要KYOUSAI TARO

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0

111 2nd Ave. NY 10022

20XX 7 1

20XX 1 1

20XX 4 25
3

03-3288-3533

102 8274
千代田区九段南4-8-19

共
済

共
済

契 約 者 の 氏 名
（ローマ字）、生年
月日、印（シャチハ
タ不可）を署名・
捺印してください

届出日を記入して
ください

渡航先住所を
アルファベッ
トで記入して
ください

加入者番号、
生命共済に加
入されている
方の内渡航さ
れる方全員の
氏名（フリガ
ナ）、生年月
日、渡航予定
期間を記入し
てください

国内に居住される
方を代理人として
指定し、代理人の
方の氏名（フリガ
ナ）、連絡先、住所
（フリガナ）、印
（シャチハタ不可）
を署名・捺印して
ください。契約者
でない加入者が渡
航する場合は、代
理人欄の記入は不
要です

�出資金返戻請求書 �

共済 太郎

共済 太郎

千代田　九段南4-8-19

中央労働　　市谷支

キョウサイ　　　　　　タロウ

チヨダク　クダンミナミ　4 - 8 - 1 9

キョウサイ　　　　　タロウ

市ヶ谷

東京

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0

1 0 0 1 1 1 1

0 0 1 2 3 4 5 6 7 0

XX　 7　 1

1 0 2   8 2 7 4

5 3　 7　1 4

0 3       3 2 8 8      3 5 3 3

共
済

共済加入者番
号と請求日を
記入してくだ
さい

組合員氏名
（フリガナ）、生
年月日、性別、
住所（フリガ
ナ）、連絡先、
組合員印（シャ
チハタ不可）を
署名・捺印し
てください

受取口座情報
を記入してく
ださい

所 属 組 合と
コードを記入
してください

該当する請求
事由に○印を
つけてくださ
い

一部引き出し
の場合は引き
出し金額を記
入してください
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�死亡共済金受取人指定（変更・取消）承認請求書 �

XX　 7　 1

XX　 7　 1

XX　10　 1

生命

共済 太郎

共済 太郎

共済 太郎

千代田　九段南4-8-19

キョウサイ　　　　　　タロウ

キョウサイ　　　　　　タロウ

チヨダク　クダンミナミ　4 - 8 - 1 91 0 2 8 2 7 4

○○　 7　1 4

03 3288 3533

共
済

共
済

記入不要

記入不要

共済 花子 50

千代田　九段南4-8-19

キョウサイ　　　　　　ハナコ

チヨダク　クダンミナミ　4 - 8 - 1 91 0 2 8 2 7 4

○○　 8　31

03 3288 3533

共済 一郎 50

千代田　九段南4-8-19

キョウサイ　　　　　　イチロウ

チヨダク　クダンミナミ　4 - 8 - 1 91 0 2 8 2 7 4

○○　10　 31

03 3288 3533

承認請求日（提出
日）、指定日（承認請
求日同日もしくは以
降の日付）、指定区
分、指定事由（指定
受取人の変更の場
合のみ記入）欄を記
入してください。

同意日（承認請求日同日も
しくは以前の日付）、死亡
共済金受取人を指定する
対象契約の被共済者（加入
者）氏名※（自署）欄を記
入、被共済者印を捺印（認
印でも可、シャチハタは不
可。2枚目以降にも要捺
印）してください。
※�被共済者（加入者）は④
に記載いただく方と同人
となります。記入・捺印漏
れにご注意ください。

契約者（組合員）名（自署）、
契約者（組合員）印（認印で
も可、シャチハタは不可。
2枚目以降にも要捺印。
ただし、⑤項欄の死亡共済
金受取人の契約者との続
柄が「⑦その他」の場合は、
実印を捺印し、印鑑登録証
明書（発行後３ヵ月以内の
原本）の提出が必要）、生年
月日、現住所、連絡先電話
番号欄を記入してくださ
い。組合員番号欄の記入
は不要です。

商品名欄には⑨に
〇印をつけ、カッコ
内に「生命」と記入
してください。

死亡共済金受取人
を指定する対象契
約の被共済者（加
入者）
※�氏名を記入してく
ださい。発効日、
契約番号、共済契
約の種類欄の記
入は不要です。

加入者証を添付さ
れる際には〇印は
不要です。加入者
証を添付できない
場合には〇印をつ
けてください。

死亡共済金受取人氏名、
生年月日、契約者との続
柄、受取割合（複数人を指
定 する場 合 は 合 計 で
100％となるように記入）、
現住所（契約者の現住所と
同様でも要記入）、連絡先
電話番号（契約者の連絡先
電話番号と同様でも要記
入）欄を記入してください。

＊�記入内容の訂正は、訂正箇所を二重線で抹消・訂正し、契約者記入欄の訂正は契約者印、被共
済者同意欄の訂正は被共済者印と同一印を捺印してください。
＊�請求書4枚目は「契約者用」となります。こくみん共済 coopにて承認印を押印した上で返送い
たします。
＊請求書5枚目は「契約者控え」となります。お取りいただいた上で書類をご提出ください。
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付録
共済金請求時等には、こちらに掲載されている書類を切り取り、もしくはコピーしてご使用ください。
なお、これらの書類はUAゼンセンホームページ（https://uazensen.jp/kyousai_top/）にも掲載
されており印字しご使用いただけます。

生命共済書類
①生命共済 共済金支払請求書
②生命共済 特定状態共済金支払請求書
③死亡診断書（死体検案書）
④重度障害診断書※1
⑤特定状態診断書兼参考意見書※2
⑥個人情報（要配慮個人情報含む）の取得・提供に関する同意書
⑦特定状態共済金の請求および受領に関する同意書
⑧委任状
⑨マイナンバー（個人番号）確認書類専用封筒（組立式）※3
⑩脱退届
⑪出資金返戻請求書
⑫海外渡航届兼委任状
★死亡共済金受取人指定承認請求書は、所属労働組合にご請求ください。

※1 �④「重度障害診断書」は必ず4ページ1組でご提出ください。
※2 �⑤「特定状態診断書兼参考意見書」は必ず2ページ1組でご提出ください。
※3 �⑨「マイナンバー（個人番号）確認書類専用封筒（組立式）」は、必ず組み立てて、必要事項をご
記入いただき、マイナンバー（個人番号）確認書類のみを封入し、封をしたうえご提出ください。
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＜記入上の注意＞ 
◆注意書きがある場合を除き、症状固定日時点における障害についてご記入をお願いいたします。 
◆１ページ目の１・２および４ページ目の３・４は必ずご記入をお願いいたします。その他の欄は、患者様に該当する障害部位に応じて、ご記入をお願いいたします。 
◆＊「労働能力」とは、一般的な平均的労働能力を言い、年齢、職種、利き腕、知識、経験等の職業的、能力的諸条件は考慮しません。 

重度障害診断書 

（後遺障害診断書） 

U A ゼ ン セ ン 福 祉 共 済 互 助 会 

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済 coop） 

１１  
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２２  2/4

 
  

３３  

3/4

キ
リ
ト
リ



43

 
 
 
 
 
 
  

１１  

 

U A ゼ ン セ ン 福 祉 共 済 互 助 会 

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済 coop） 
 

特定状態診断書兼参考意見書 

1/2

 

４４  

4/4
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２２  

特定状態診断書兼参考意見書の記入にあたって 

この特定状態診断書兼参考意見書は、特定状態共済金のご請求に際して、お支払い事由に該当するか否かを確認させていただく

ための基礎資料となるため、各項目の情報が必須となります。 

したがって、先生におかれましては、診断書の各項目をもれなくご記入いただくとともに、余命診断の参考になるとお考えにな

られる事項については、詳細かつ具体的にご記入くださいますようお願いいたします。 

 なお、ご記入にあたり、何かご不明な点、ご質問等がございましたら、誠に恐れ入りますが、下記までご連絡いただきますよう

お願い申し上げます。 

2/2
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こ
の
専
用
封
筒
は
郵
便
ポ
ス
ト
に
投
函
で
き
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
専
用
封
筒

加
入
者
番
号

共
済
金
受
取
人
氏
名

こ
の
封
筒
が
間
違
わ
れ
て
ポ
ス
ト
に
投
函
さ
れ
た
時
は
UA
ゼ
ン
セ
ン
共
済
事
業
局（
03
-3
28
8-
35
33
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

こ
の
専
用
封
筒
に
は
以
下
の
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
だ
け
を
入
れ
て
封
を
し
、他
請
求
書
類
と
併
せ
て
ご
提
出
願
い
ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
必
ず
封
を
し
て
くだ
さ
い
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

【
同
封
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
】

□
 契
約
者
本
人

□
 共
済
金
受
取
人（
契
約
者
本
人
と
同
一
の
場
合
は
不
要
で
す
）

※
UA
ゼ
ン
セ
ン
共
済
事
業
に
て
お
受
付
時
に
は
本
封
筒
を
開
封
せ
ず
に
引
受
会
社（
こ
く
み
ん
共
済
 c
oo
p）
に
提
出
い
た
し
ま
す
。

⑤のりしろ

⑥
の
り
し
ろ

⑥
の
り
し
ろ

⑦のりしろ

【
返
信
用
封
筒
の
活
用
の
仕
方
】

1．山
折
り
線
を
①
→
②
→
③
→
④
の
順
に
山
折
りし
ま
す
。

2．一
度
開
き
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）確
認
書
類
を
入
れ
ま
す
。

3．⑤
の
りし
ろ
、⑥
の
りし
ろ
、⑦
の
りし
ろ
の
順
に
、点
線
内
に
の
り
を
つ
け
、の
り
付
け
し
ま
す
。

4．き
ち
ん
と
封
か
ん
さ
れ
て
い
る
か
ご
確
認
くだ
さ
い
。

②
山
折
り
線

④
山
折
り
線

①山折り線

③山折り線
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